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熊本県議会 総務常任委員会会議記録第 ６ 回

平成21年３月16日（月曜日）

午前10時１分開議

午後０時０分休憩

午後０時６分開議

午後１時35分閉会

本日の会議に付した事件

議案第57号 平成21年度熊本県一般会計

予算

議案第61号 平成21年度熊本県収入証紙特

別会計予算

議案第69号 平成21年度熊本県市町村振興

資金貸付事業特別会計予算

議案第73号 平成21年度熊本県公債管理特

別会計予算

議案第78号 熊本県一般職の職員等の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第79号 熊本県特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第80号 熊本県知事等の給与の特例に

関する条例の制定について

議案第81号 熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定について

議案第82号 熊本県住民基本台帳法施行条

例の一部を改正する条例の制定について

議案第83号 熊本県統計調査条例及び熊本

県個人情報保護条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第91号 熊本県収入証紙条例の一部を

改正する条例の制定について

議案第92号 熊本県用品調達基金条例及び

熊本県用品調達基金管理事業特別会計条

例を廃止する条例の制定について

議案第104号 包括外部監査契約の締結に

ついて

議案第105号 公立大学法人熊本県立大学が

徴収する料金の上限の認可について

議案第106号 全国自治宝くじ事務協議会へ

の岡山市の加入及びこれに伴う全国自治

宝くじ事務協議会規約の一部変更につい

て

議案第107号 西日本宝くじ事務協議会への

岡山市の加入及びこれに伴う西日本宝く

じ事務協議会規約の一部変更について

請第３号 県立劇場にパイプオルガンの設

置促進に関する請願

請第20号 議会費用支出等の見直しを求め

る請願

閉会中の継続審査について

報告事項

① 物品調達等に関する不適正な事務処理

に係る調査報告

② 「くまもと『夢への架け橋』教育プラ

ン

③ 熊本県財政再建戦略

④ 市町村合併の推進について

⑤ 「熊本県配偶者等からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する基本計画」の改

定について

⑥ 川辺川ダム問題について

⑦ くまもと国際化総合指針（案）につい

て

⑧ 天草エアラインのあり方検討報告

出席委員（８人）

委 員 長 井 手 順 雄

副委員長 守 田 憲 史

委 員 竹 口 博 己

委 員 渡 辺 利 男

委 員 小 杉 直

委 員 馬 場 成 志

委 員 西 聖 一
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委 員 髙 野 洋 介

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策局

局 長 木 本 俊 一

次 長 守 田 眞 一

企画課長 内 田 安 弘

首席総務審議員兼

秘書課長 岡 本 哲 夫

広報課長 濱 名 厚 英

総務部

部 長 角 田 岩 男

次 長 木 村 利 昭

次 長 川 口 弘 幸

危機管理監 奥 村 良 博

首席総務審議員兼

人事課長 田 崎 龍 一

総務事務センター長 田 上 勲

行政経営課長 高 嶋 裕 治

首席総務審議員兼

私学文書課長 広 崎 史 子

財政課長 田 嶋 徹

管財課長 松 田 良 治

税務課長 富 田 健 治

市町村総室長 本 田 惠 則

市町村総室副総室長 村 山 栄 一

危機管理・防災消防

総室長 坂 本 愼 一

危機管理・防災消防

総室副総室長 野 田 克 巳

男女共同参画・パート

ナーシップ推進課長 小 林 弘 史

地域振興部

部 長 小 宮 義 之

次 長 黒 田 豊

理 事 上 野 信 一

次 長 松 見 辰 彦

地域政策課長 神 谷 将 広

川辺川ダム総合対策課長 古 里 政 信

情報企画課長 松 永 正 男

首席政策審議員兼

文化企画課長 山 野 陽 一

国際課長 園 田 素 士

交通対策総室長 髙 田 公 生

交通対策総室副総室長 古 森 誠 也

首席統計審議員

兼統計調査課長 甲 斐 良 一

出納局

会計管理者兼

出納局長 宮 田 政 道

首席会計審議員兼

会計課長 藤 本 玉 留

管理調達課長 坂 本 友 春

人事委員会事務局

局 長 井 川 正 明

総務課長 田 中 明

公務員課長 松 見 久

監査委員事務局

局 長 金 田 和 洋

第一課長 藤 川 昭

第二課長 柳 田 幸 子

議会事務局

局 長 松 山 正 明

次 長 正 木 重 臣

総務課長 吉 良 洋 三

議事課長 東 泰 治

政務調査課長 小 原 忠 隆

事務局職員出席者

議事課課長補佐 坂 本 道 信

政務調査課課長補佐 野 白 三 郎

午前10時１分開議

○井手順雄委員長 おはようございます。た

だいまから第６回総務常任委員会を開催いた

します。

まず、本日の委員会に５名の傍聴の申し出

があっておりますので、これを認めることと
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いたします。

次に、本委員会に付託されました議案等を

議題とし、これについて審査を行います。

それでは、議案についての執行部の説明を

求めた後に、一括して質疑を受けたいと思い

ます。なお、審査を効率よく進めるために、

執行部の説明は簡潔にお願いいたします。

それでは、角田総務部長から総括説明をお

願いします。

○角田総務部長 今回提案申し上げておりま

す議案の概要について御説明申し上げます。

平成21年度当初予算は、蒲島知事が編成す

る初めての本格的予算として、くまもとの夢

４カ年戦略に掲げられた戦略の実現に資する

事業への重点化を図るとともに、喫緊の課題

であります景気浮揚や雇用確保に積極的に対

応することといたしております。

一方で、昨年９月に公表しました財政再建

戦略中間報告におきまして、毎年度59億円の

財源不足が生じると見込まれていたことや、

平成21年度の県税収入が大幅に減少する見込

みであることなどから、予算編成過程を通じ

まして、歳入歳出両面の抜本的、構造的な見

直しを行い、財政再建戦略の初年度として確

かな歩みを踏み出す予算といたしました。

この結果、平成21年度当初予算の一般会計

の規模は7,193億円となり、対前年度比0.5％

の減となっております。ただし、２月補正予

算のうち緊急経済対策分を含めました13カ月

予算としましては 7,459億円 対前年度比3.、 、

1％の増となっており、特に投資的経費につ

きましては、対前年度比6.3％の増を確保し

たところでございます。

また、このほか知事等の給与の特例に関す

る条例等の条例案件につきましても、あわせ

て御提案申し上げております。

この後、予算関係議案につきましては財政

課長から、また、詳細な内容及び条例等の議

案につきましては各課長、総室長からそれぞ

れ御説明申し上げますので、よろしく御審議

のほどをお願いいたします。

、 、 、さらに 本日は このほか報告事項の中で

物品調達等に関します不適正な事務処理につ

きまして、調査結果の最終報告をさせていた

だきます。あわせまして、先月策定いたしま

した熊本県の財政再建戦略の報告もさせてい

、 。ただきますので よろしくお願いいたします

○井手順雄委員長 次に、財政課長から、当

初予算の概要等について説明をお願いいたし

ます。

○田嶋財政課長 財政課でございます。

平成21年度当初予算の概要について御説明

します。まず、資料の１ページをお願いしま

す。

予算編成の基本的な考え方でございます

が、ただいま総務部長の総括説明と重複しま

すので、説明は省略させていただきます。

次に、当初予算の特色ですが、１点目は、

くまもとの夢４カ年戦略の着実な推進でござ

います。

２点目は、景気浮揚や雇用対策への対応で

ございます。

、平成21年度当初予算の規模は7,193億円と

対前年度比0.5％の減となっておりますが、

２月補正と合わせました13カ月予算としまし

ては7,459億円と、対前年度比3.1％の増とな

ります。

特に、投資的経費につきましては、当初予

算では1,561億円と、対前年度比1.8％の減と

なっておりますが、13カ月予算としては1,68

9億円、6.3％の増となっております。

また、雇用対策として、緊急雇用創出基金

事業に15億円、ふるさと雇用再生特別基金事

業に20億円を確保するとともに、県単独とし

、 、まして２億円追加することによりまして 県

市町村合わせまして2,200人の雇用創出に取

り組むこととしております。
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次に、２ページをお願いします。

３点目としましては、財政再建に向けた取

り組みでございます。

財政再建戦略中間報告における59億円の財

源不足、さらには、その後の景気低迷による

県税収入の260億円の大幅な減少や47億円の

繰越金等の減少などに的確に対応するため、

歳入歳出両面における抜本的な見直しや、さ

らなる職員数削減、さらには職員給与の削減

にも取り組みました。加えて、地方交付税等

の増額等が見込まれることから、どうにか財

源不足の解消を図ることができました。

財政再建に向けた取り組みの２点目は、財

政調整用４基金の維持でございます。

当初予算編成後の４基金の残高は、20年度

６月補正予算編成後と同額の53億円を有する

ことができました。

次に、３点目は、県債残高の増加を招かな

い財政体質の堅持でございます。

具体的には、当初予算編成後における地方

交付税の代替財源である臨時財政対策債を除

いた通常債の新規発行額を、元金償還額以下

に抑制いたしました。

この結果、当初予算編成後の21年度末県債

残高は、通常債ベースで１兆685億円、対前

年度比５億円の減、総額ベースで１兆3,192

億円、対前年度比408億円の増となる見込み

でございます。

次に、３ページをお願いします。

一般会計当初予算の規模は、先ほども御説

明しましたように、7,193億円、対前年度比3

9億円、0.5％の減となりますが、これは、扶

助費や物件費、その他の項目が増加する一方

で、人件費、公債費、投資的経費の抑制に努

めたことによるものです。ただし、13カ月予

算としては3.1％の増となります。

４ページ、５ページをおあけください。

平成21年度当初予算の特別会計ごとの内訳

を一覧表でお示ししたものでございます。

次に、６ページをお願いします。

歳入歳出予算の内訳でございます。

１の県税は、厳しい経済情勢を反映し、法

人関係２税等の減収により1,444億円、対前

年度比15.3％の減となっております。

３の地方譲与税は、地方と都市部の税収の

偏在是正を目指した地方法人特別譲与税の創

設等に伴い、147億円、対前年度比277％の増

となっております。

５の地方交付税は、2,106億円、対前年度

比1.8％の減となっておりますが、地方交付

税の代替財源として発行する臨時財政対策債

と合算しますと、対前年度比206億円、8.6％

の増となっております。

次に、７ページをお願いします。

10の財産収入は、不動産売払収入は前年度

とおおむね同額となっておりますが、前年度

はくまもと緑の財団の清算に伴う有価証券売

却収入があったため、31億円、31.1％の減と

なっております。

12の繰入金は、財政調整用４基金からの繰

入金が大幅に減少することから、260億円、

対前年度比32.7％の減となっております。

15の県債は、臨時財政対策債の増、道路特

定財源の一般財源化に伴う一般公共事業債の

充当率の引き上げ及び新幹線建設事業負担金

の増等により、1,307億円、対前年度比28.7

％の増となっております。

次に、８ページをお願いします。

歳出予算を性質別に整理したものです。

まず、１の一般行政経費は、4,444億円、

対前年度比0.6％の減となっております。

１の人件費は、退職手当は増加しますが、

給与構造改革に加え、職員給与の削減及び新

たな定員削減に取り組むことから、2,227億

、 。円 対前年度比3.1％の減となっております

２の扶助費は、高齢化の進展や介護給付費

負担金、障害福祉サービス費等負担金の報酬

改定に伴う増等により、755億円、対前年度

比3.3％の増となっております。

３の物件費、４のその他は、緊急経済対策
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としてのふるさと雇用再生特別基金事業、緊

急雇用創出基金事業の実施に伴う増等によ

り、合計して1,462億円、対前年度比1.5％の

増となっております。

次に、９ページをお願いします。

投資的経費は1,561億円、対前年度比1.8％

の減となっております。ただ、先ほどからも

御説明しておりますように、13カ月予算とし

ては6.3％の増となっております。

３の公債費は、満期一括償還債の積み立て

期間を20年から30年に延長したことなどか

ら、1,126億円、対前年度比0.5％の減となっ

ております。

10ページをお開きください。

これは、先ほど御説明した13カ月予算とし

ての投資的経費の状況を参考資料としてつけ

ておるものでございます。

11ページをお願いします。

地方債の概要でございます。

以上、御審議よろしくお願いします。

○井手順雄委員長 次に、各課の説明に入り

ますが、まず人事課長から、各課の共通の職

員給与について説明をお願いした後に、関係

各課から順次説明をお願いいたします。

○田崎人事課長 人事課でございます。

各課からの説明に先立ちまして、今回お願

いしております職員給与費につきまして、共

通する事柄でございますので、先に説明させ

ていただきます。座らせていただきます。

人事課の例で御説明させていただきますの

、 。で 説明資料の17ページをお願いいたします

上段に、一般管理費がございます。その説

明欄をごらんください。

１の職員給与費、７億6,500万円余のうち

(1)職員給与費４億1,600万円余につきまして

は、平成21年１月１日現在の人事課職員45人

分の平成21年度における給与でございます。

また(2)時間外勤務手当災害保留分３億4,800

万円余につきましては、年度途中の災害等の

特殊事情等の対応分として、時間外勤務手当

の一部を人事課で一括計上しているもので

す。

なお、前年度と比較しまして4,900万円余

の増額となっておりますが、これは、人材研

修センターを平成20年度に設置したことなど

に伴い、職員給与費が増額となったためでご

ざいます。

このように職員給与費につきましては、各

課とも１月１日時点の職員数、給与額をもと

に積算しております。この後の職員給与費に

つきましては、各課からの説明は省かせてい

ただきたいと存じますので、よろしくお願い

をいたします。

以上でございます。

○内田企画課長 企画課でございます。資料

の13ページをお願いいたします。

説明欄をごらんいただきたいと思います。

計画調査費7,700万円余のうち、開発促進

費としまして1,700万円余を計上しておりま

す。内訳といたしましては、１、全国知事会

等の各種協議会への負担金及び事務経費とし

て1,500万円余、県境を越えた地域連携推進

の検討に必要な経費として100万円余を計上

しております。

次に、企画推進費といたしまして6,000万

円余を計上しております。内訳といたしまし

ては、１、県政に必要な情報収集、調査等に

必要な経費として1,000万円余、くまもとの

夢４カ年戦略の取り組みの評価や今後の施策

の検討に必要な経費として300万円余、くま

もと未来会議の開催に必要な経費として500

、 、万円余 県民の視点から県の取り組みを評価

検証に必要な経費として200万円余、ユニバ

ーサルデザインの普及啓発及び団体等の取り

、組みの支援等に必要な経費として700万円余

携帯電話を使いました公共交通や観光地、公

共施設等の案内システムの実用化に必要な経
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費として3,200万円余を計上しております。

以上でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

○岡本秘書課長 秘書課でございます。

まず、一般管理費ですが、説明欄の２、庁

費として2,100万円余を計上しております。

これは、知事、副知事の活動費及び秘書課運

営費でございます。

次に、計画調査費の企画推進費として1,80

0万円余りを計上しております。(1)の政策調

整費は、政策調整会議の運営等、県政の総合

調整、推進に必要な経費でございます。(2)

の重要政策調整事業は、県政の重要課題に対

処するため、必要な調査、調整または事業実

施を行う経費でございます。

以上、よろしくお願いします。

○濱名広報課長 広報課でございます。資料

の15ページをお願いいたします。

広報費につきましては、２億円余の予算を

お願いしております。

まず、１の広報事業費の１億8,200万円余

につきましては、県の施策やお知らせなどの

情報を、それぞれ新聞、広報誌、テレビ、ラ

ジオ、インターネット等を活用し提供するた

めの経費及び全国に向けて熊本をＰＲしてい

くための経費でございます。

次に、２の広聴事業費の290万円余につき

ましては、県政についての御意見、御提言を

いただき、県政に反映させる広聴活動に要す

る経費でございます。

次に、３の広報諸費の1,450万円余につき

ましては、県庁の受付業務や県民行政相談室

の運営等に要する経費でございます。

以上でございます。よろしく御審議のほど

お願いいたします。

○井手順雄委員長 次、総務部に移ります。

○田崎人事課長 人事課でございます。資料

の17ページをお願いいたします。

中段、人事管理費といたしまして49億7,60

0万円余を計上しております。説明欄をごら

んください。

、１の災害補償費の150万円につきましては

非常勤職員等の公務災害に係る補償費等に要

する経費でございます。

次に、２の人事管理費4,300万円余につき

ましては、人事課の課運営費のほか、知事部

局で所管いたします公用車の任意保険加入経

費、外部監査の実施に伴う委託経費、さらに

平成21年度から新規事業でございます知的・

精神障害者の就労能力の向上を通じた自立支

援を図るために、県におきまして非常勤職員

としての任用を実施します知的・精神障害者

雇用促進事業に係る経費などが主な内訳でご

ざいます。

次に、３の退職手当の49億900万円余につ

きましては、退職手当支給に要する経費でご

ざいます。

次に、４の職員研修費の2,100万円余につ

きましては、職員の研修に要する経費でござ

います。

人事管理費につきましては、前年度と比較

しまして１億200万円余の増額となっており

ますが、その主な理由といたしましては、退

職者見込み数の増によるものでございます。

最後に、失業対策総務費として３億円を計

上しております。これは、県の臨時職員200

人を原則廃止といたしましたが、雇用対策と

して改めて雇用枠の確保を行うための経費で

ございます。

以上、御審議のほどよろしくお願いを申し

上げます。

○田上総務事務センター長 総務事務センタ

ーでございます。資料の18ページをお願いい

たします。

まず、一般管理費でございますが、説明欄
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２の共済組合事業費489万円余は、共済組合

法に基づく共済組合の負担金でございます。

次に、中段の人事管理費でございますが、

説明欄１の人事管理費として、庶務事務の集

中処理及び庶務事務システムの保守管理に要

する経費9,822万円余でございます。

説明欄２の職員福利厚生費として７億8,69

9万円余を計上しておりますが、そのうち主

なものは、職員の定期健康診断等に係る健康

管理経費、職場の労働安全衛生の経費、職員

住宅に係る建設費の償還費、維持、補修及び

老朽化住宅の処分に要する経費でございま

す。

説明欄３の児童手当関係経費１億7,468万

円余は、小学校卒業までの児童を扶養する職

員に支給するものでございます。

次に、一番下の欄でございますが、恩給及

び退職年金の支給に要する経費として１億62

8万円余をお願いしております。

以上、よろしくお願いいたします。

○高島行政経営課長 行政経営課でございま

す。資料の19ページをお願いいたします。

一般管理費6,880万円余をお願いしており

ます。右側説明欄の２の庁費は、課の運営費

として245万円余をお願いしております。御

審議のほどよろしくお願いいたします。

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。資料の20ページをお願いいたします。

文書費7,000万円余は、説明欄に記載して

おりますが、文書管理システムや県例規デー

タベースの維持管理費等の文書関係事務、情

報公開の推進と新公益法人制度の推進に要す

る経費、県公報発行に要する経費でございま

す。

諸費160万円余は、県内宗教法人に係る指

導、調査事務の経費及び有斐学舎の運営費の

一部補助でございます。

私学振興費83億8,000万円余は、私学審議

会の運営費及び私学に対する指導、調査のた

めの私学振興事務費並びに私学振興のための

各種助成費でございます。

21ページをお願いいたします。

私学振興費、説明欄にございます私学振興

助成費でございますが、(1)私立高等学校等

経常費助成費補助は、私立学校の教育条件の

維持向上、修学上の経済的負担の軽減等を図

りますために、私立幼稚園、中学、高校に経

常的経費の補助を行うものです。(2)私立幼

稚園特別支援教育経費補助は、障害児を受け

入れ、特別支援教育を行う私立幼稚園に対し

て補助を行うものです。(3)私立幼稚園子育

て支援事業は、教育時間終了後の預かり保育

などの子育て支援活動を実施する私立幼稚園

に対して補助を行うものです。(4)熊本県私

学振興会補助等は、私立学校等に勤務する教

職員の退職金資金の給付事業に対する補助で

ございます。(5)私立高等学校授業料減免補

助は、経済的理由により就学が困難な生徒に

係る授業料の減免を行う私立高等学校に対し

て補助を行うものです。(6)熊本私学夢教育

事業は、私立学校に通う生徒たちのために、

その教育環境整備等に要する経費でございま

す。

それから、最後の段、大学費９億4,000万

円余は、公立大学法人熊本県立大学の業務財

源に充てるために交付いたします運営費交付

金９億3,000万円余と、県立大学業務実績評

価を行う評価委員会の運営に要する経費でご

ざいます。

22ページをお願いいたします。

債務負担行為でございます。

私立学校施設整備借入金利子の助成につい

てでございます。これは、私立高等学校、中

学校、幼稚園を設置する学校法人が、施設整

備等を行うために必要な資金を借り入れた場

合、当該学校法人に対しまして利子負担の軽

減を図るため助成を行うものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いいたし
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ます。

○田嶋財政課長 財政課でございます。23ペ

ージをお願いします。

まず、一般管理費のうち、説明欄の２、庁

費につきましては、職員の赴任旅費及び交際

費など、全庁分の共通経費として財政課で一

括計上するものでございます。

次の財産管理費のうち、説明欄の１、財政

管理費は、財政課の運営費、２から５につき

ましては、基金の利子の積み立てでございま

す。

次の諸費は、説明欄にありますように、東

京事務所の管理運営費でございます。

、 、 、次の元金 利子 公債諸費につきましては

県債の元金や利子の償還、発行に要する手数

料等を計上しております。

一番下の予備費でございますが、これは臨

時的な支出に充てるための費用でございま

す。

24ページをお願いします。

公債管理特別会計ですが、これは市場公募

債や借換債の発行及び償還等の会計を一般会

計と区分するために特別会計を設置している

ものでございます。

まず、元金についてでございますが、説明

欄の１、２には、元金償還の所要額を計上し

ております。３につきましては、市場公募地

方債の満期一括償還に備えて、その償還原資

を計画的に積み立てるものでございます。

次の利子は、割引料や利子の所要額を計上

しております。

なお、説明欄に、平成21年度の全国市場公

募地方債の発行についてまとめております。

、 、平成21年度は まず(1)共同発行債を300億円

(2)個別発行債を200億円発行する予定として

おります。

次の公債諸費は、市場公募地方債の発行に

要する手数料及び金融機関向けの熊本県のＰ

Ｒ経費、いわゆるＩＲ活動経費を計上してい

るものでございます。

次に、25ページをお願いします。

こちらは債務負担行為の設定でございま

す。

先ほど御説明いたしました全国型市場公募

地方債の発行総額１兆3,600億円を、共同発

行する33団体で連帯債務を負うものでござい

ます。

以上、よろしくお願いいたします。

○松田管財課長 管財課です。26ページをお

願いいたします。

財産管理費９億8,700万円余を計上してお

ります。前年度に比べ１億800万円余増とな

っていますが、これは旧免許センター解体費

１億8,700万円余の経費を見込んでいるため

でございます。

主な内容については、説明欄に記載されて

いるとおりでありますが、１の財産管理費と

して、２億6,400万円余でございます。その

内訳は、(1)県有物件の火災共済事業に伴う

火災共済掛金等でございます。(2)は、職員

住宅や貸付財産などが所在する市町村に支払

う固定資産税にかわる交付金でございます。

次に、２の財産管理処分費１億9,800万円

余でございます。これは普通財産の維持、管

理や処分に係る経費でございますが、この中

に旧免許センターの解体費が含まれておりま

す。

３の庁舎等管理費、５億2,400万円余でご

ざいます。(1)は、県庁舎等の光熱水費及び

庁舎警備等の経費です。(2)は、県庁舎等の

清掃、エレベーター及び空調等の維持補修費

でございます。(3)は、知事公邸、知事宿舎

等の管理・維持経費でございます。(4)は、

県庁舎等の電話設備の賃借料、公用車の管理

経費でございます。

管財課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。
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○富田税務課長 税務課でございます。27ペ

ージをお願いいたします。

まず、税務総務費26億7,100万円余につき

ましては、ふるさと納税の基金積立金、県税

事務所の管理費や電算管理費など、課税徴収

に係る税務の基本的な事務管理費を計上して

おります。

次の賦課徴収費54億8,900万円余につきま

しては、税の徴収に直接関係する経費でござ

いまして、金額の大きなものは市町村に対す

る個人県民税の取り扱い経費や過誤納還付金

でございます。

次のゴルフ場利用税交付金から次のページ

の株式等譲渡所得割交付金につきましては、

一定の割合を市町村に交付する経費、また、

地方消費税など各県と税を精算するものでご

ざいます。

以上、税務課の総計としましては443億円

余を計上いたしております。よろしくお願い

いたします。

○本田市町村総室長 市町村総室でございま

す。資料の29ページをお開きいただきたいと

存じます。

初めに、地域振興局費３億2,717万円余で

ございますが、これは、県内10総合庁舎の維

持管理費、それから運営に要する経費でござ

います。(1)の地域振興局管理運営費でござ

いますが、総合庁舎の光熱水費や警備委託等

の経費で１億6,707万円余でございます。(2)

の総合庁舎の維持補修費でございますが、総

合庁舎の清掃、ビル管理等維持管理委託や庁

舎等修繕の経費などで１億1,010万円余を計

上いたしております。(3)の地域振興局活動

推進費でございますが、これは各地域の特色

や実情等を踏まえまして、創意工夫、協働等

により実施いたします各地域振興局の活動費

5,000万円でございます。

次に、諸費でございます。これは国からの

委託により行います自衛隊員の募集に関する

経費でございます。

次に、自治振興費の17億6,477万円余でご

、 、ざいますが まず(1)の自治振興支援費等は

市町村等の行財税政の支援に伴います事務費

でございます。(2)の権限移譲事務市町村交

付金4,241万円余は、県から市町村に権限移

譲しております事務の処理に要する経費に対

する交付金でございます。(3)の市町村自治

宝くじ交付金13億2,539万円余は、市町村振

興宝くじの収益金を財団法人熊本県市町村振

興協会へ交付するものでございます。(4)の

住民基本台帳ネットワークシステム推進事業

費の１億5,487万円余は、住民基本台帳法に

基づきます住民基本台帳ネットワークシステ

ムの運営経費でございます。(5)の市町村合

併推進事業の１億9,801万円余は、旧合併特

例法のもとで合併をいたしました市町村に対

します支援及び合併新法に基づきます合併の

推進に要する経費でございます。

次に、30ページをお開きいただきたいと存

じます。

選挙管理委員会費の2,223万円余でござい

ます。１の委員報酬727万円余でございます

が、選挙管理委員会委員４名分の報酬でござ

います。３の委員会運営費は、選挙管理委員

会の運営費及び在外選挙人名簿登録事務費で

ございます。それから、４の政治資金関係等

事務費は、政治団体の管理事務、収支報告書

の受け付け等に要する経費でございます。５

の政党助成関係等事務委託費は、政党助成金

の使途等報告受け付け、それから閲覧等に要

します経費でございます。

次に、選挙啓発費438万円余でございます

が、これは明るい選挙推進協議会の活動等に

要する経費でございます。

次に、衆議院議員の総選挙費11億9,201万

円余でございますが、これは平成21年９月10

日に任期満了を迎えます衆議院議員総選挙の

執行経費でございます。

次に、最高裁判所の裁判官国民審査費1,69
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6万円余でございますが、これは衆議院議員

総選挙とあわせて実施をいたします最高裁の

裁判官の国民審査の執行経費でございます。

以上、一般経費は53億5,535万円余となっ

ておるところでございます。

次に、31ページをお開きいただきたいと存

じますが、市町村振興資金貸付金でございま

す。

これは、市町村等が行います公共施設の整

備事業等に関しましての貸付金と事務費でご

ざいまして、貸付金２億円を計上いたしてお

るところでございます。

次に、一般会計の繰出金11億1,723万円余

でございますが、これは財政健全化等の財源

といたしまして一般会計の方へ繰り出すもの

でございます。

以上、熊本県の市町村振興資金貸付事業の

特別会計の合計は13億1,760万円余となって

おります。今回の当初予算、一般会計、特別

会計合わせまして66億7,295万円余となって

おります。

以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

○坂本危機管理・防災消防総室長 危機管

理・防災消防総室でございます。資料32ペー

ジをお願いいたします。

まず、一般管理費4,000万円余でございま

すが、主なものは説明欄２の危機管理対策費

でございます。これは、危機管理体制の強化

を図るための経費及び訓練の実施など、国民

保護対策の推進に要する経費でございます。

次の防災総務費でございますが、８億2,20

0万円余を計上しております。主なものとい

たしましては、２、防災対策費の(2)防災消

防ヘリコプター管理運営費が４億5,800万円

余となっております。これは、防災ヘリ「ひ

ばり」の機体維持費、運航管理委託費及び本

年４月から予定をしております大規模整備点

検等に要する経費でございます。(4)の自主

防災組織率向上対策事業は、自主防災組織の

結成及び活動促進のための防災リーダー養成

講座の開催等に要する経費でございます (5)。

の市町村防災訓練実施支援事業162万円でご

ざいますが、平成21年度からの新規事業でご

ざいます。市町村における防災訓練の実施を

促進、支援するため、アドバイザーを派遣す

るものでございます。

次の３、無線管理費9,900万円余でござい

ますが、これは防災行政無線の維持管理費等

でございます。

次の４、防災情報システム整備事業費755

万2,000円でございますが、これも平成21年

度の新規事業でございます。県民の自主的な

避難活動等、自助、共助の取り組みを支援す

るため、防災情報を県民に直接配信します携

帯メールシステムを構築するものでございま

す。

次に、33ページ、消防指導費として１億6,

800万円余を計上いたしております。

主なものといたしましては、２の消防費の

うち(2)市町村等消防施設整備補助は、消防

用車両等を購入する市町村への補助金、(4)

の消防広域化推進事業は、ブロックごとの広

域化協議会への補助金など、市町村消防の広

域化を推進するための経費でございます。

次の３、危険物取締指導費は、危険物取扱

者の保安講習の委託経費、また、４の消防学

校費は、消防学校の管理運営、建物の維持補

修、設備整備等に要する経費でございます。

最後に、火薬ガス等取締費4,400万円余で

ございますが、内容は、銃砲火薬類、それか

ら、高圧ガス、電気工事等に関する許認可、

検査、指導等に要する経費でございます。

。 。以上でございます よろしくお願いします

○小林男女共同参画・パートナーシップ推進

課長 男女共同参画・パートナーシップ推進

課でございます。説明資料の34ページをお願

いいたします。
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まず、諸費といたしまして1,024万円余を

計上いたしております。これは、県民との協

働の推進に関する事業やくまもと県民交流館

パレアにありますＮＰＯ・ボランティア協働

センターにおけるＮＰＯ法人等の認証事務に

要する経費をここで計上いたしております。

続きまして、社会福祉総務費につきまして

は、２億5,901万円余を計上いたしておりま

すが、このうち説明欄２の社会福祉諸費につ

きましては、くまもと県民交流館パレアの組

織運営や維持管理等に要する経費でございま

す。

また、説明欄３の男女共同参画推進事業費

につきましては、男女共同参画の推進に要す

る経費を計上いたしております。(1)につき

ましては、課の運営費的な経費を計上いたし

ております。そして(2)から(4)につきまして

は、(2)が中学生、高校生向け、(3)が市町村

向け、(4)が事業者に対しまして、それぞれ

男女共同参画に対する理解や取り組みを促進

していくための事業に要する経費でございま

す。(5)の男女共同参画実践支援事業につき

ましては、男女共同参画のさらなる推進が必

要な分野や地域の課題解決に向けた講座等を

行うものでございまして、今年度から新たに

要求させていただくものでございます。(6)

の男女共同参画センター事業推進費等につき

ましては、くまもと県民交流館パレア内にあ

ります男女共同参画センターにおいて、啓発

や情報発信、相談業務等を行うものでござい

ます。

、 。続きまして 35ページをお願いいたします

社会福祉施設費といたしまして、2,829万

円余を計上いたしております。これは、配偶

者からの暴力、いわゆるドメスティック・バ

イオレンスの被害を受けた方の一時保護や相

談対応、自立に向けた支援等に要する経費を

計上いたしております。

以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

○井手順雄委員長 続きまして、地域振興部

に移ります。

○神谷地域政策課長 地域政策課でございま

す。資料の37ページをお願いいたします。

まず、計画調査費といたしまして４億580

万円余をお願いしております。

１の開発促進費でございますが、３億4,20

0万円余でございます。(1)の新幹線くまもと

創り(元年戦略)推進事業は、あと２年に迫り

ました九州新幹線全線開業に向けて、これま

での新幹線くまもと創りプロジェクトの取り

組みの成果を踏まえながら、新幹線元年であ

ります平成23年に、開業効果を最大化する新

幹線元年戦略の取り組みを推進する経費でご

ざいます。(2)のＫＡＮＳＡＩ戦略推進事業

は、全線開業により身近な交流圏となります

関西・中国地方をターゲットに、熊本県の魅

力のＰＲですとか、交流の拡大に向けた取り

組みを推進する経費でございます。(3)の阿

蘇くまもと空港の拠点性向上に関する調査検

討事業でございますが、空の玄関口である阿

蘇くまもと空港並びにその周辺地域の拠点性

向上を図ることにより、県全体の活力の底上

げにつなげるための調査、検討に要する経費

でございます。(4)のふるさとづくり推進事

業貸付金は、ふるさと融資を活用いたしまし

て、熊本空港ビルディングが行う阿蘇くまも

と空港ターミナルビル一部の耐震補強ですと

か、手狭になっているチケットロビーの拡充

などの整備に必要な資金の一部を融資するも

のでございます。続いて(5)の夢と個性あふ

れる地域づくり推進事業は、新幹線全線開業

を見据え、地域振興局が複数の局あるいは他

県と連携して実施する広域的な事業ですと

か、新幹線くまもと創り以降の地域づくりの

方向性などを検討するための経費でございま

す。(6)の地域振興総合補助金は、新幹線全

線開業を見据えた取り組みなど、地域振興を
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進める上で特に重要な課題の解決に向けた市

町村などの取り組みに対する補助金でござい

ます。(7)の水俣・芦北地域環境フィールド

ミュージアムプロジェクトは、水俣病の教訓

を踏まえ、水俣・芦北地域の環境先進地とし

てのブランド確立、地域活性化を図るため、

環境をテーマとした地域イメージの発信、環

境学習旅行誘致などの事業を推進するための

経費でございます。

続いて、38ページでございます。

２の企画推進費1,060万円余でございます

が、(1)のロアッソ熊本支援、県民運動推進

事業は、ロアッソ熊本を活用した地域活性化

の取り組みを推進するため、民間主導で創設

されました「ロアッソ熊本をＪ１へ」県民運

動推進本部への負担金でございます。(2)の

熊本都市圏総合調整推進事業は、新幹線全線

、 、開業を見据え 熊本都市圏の振興を図るため

都市圏ビジョンに基づいて実施される事業に

要する経費でございます。(3)の熊本駅周辺

都市機能誘導等推進事業は、熊本駅周辺につ

いて、トップ会議の議論などを踏まえ、駅周

辺の魅力向上などを図るため、都市機能の導

入等の推進に要する経費でございます。

３の特定地域振興対策費でございますが、

来年度失効いたします現行の過疎法の後の新

たな過疎対策に関する提案活動などに要する

経費でございまして、特定地域振興の総合支

援対策としての経費でございます。

４の土地利用対策費でございますが、国土

利用計画法に基づく土地取引の届け出の審査

並びに地価調査の実施などの経費でございま

す。

以上、よろしくお願いいたします。

○古里川辺川ダム総合対策課長 資料の39ペ

ージをお願いいたします。

計画調査としまして、2,867万2,000円余り

をお願いしております。主なものでございま

すが、(3)でございます。川辺川ダム総合対

策事業でございます。川辺川ダムをめぐりま

す諸課題への総合的な対応、さらには五木村

の振興計画の策定に関します経費として534

万9,000円を計上しております。次に(4)でご

ざいます。五木村振興交付金交付事業でござ

います。振興計画に掲げます村の事業経費に

、 。充てるため 2,000万円を計上しております

なお、財源をその他としておりますが、今

定例会で御承認いただきました基金を取り崩

して充てることとしております。

最後になりますが、債務負担行為の設定に

ついてでございます。これは融資機関が水没

者に対して貸し付けました代替地等の代替地

取得資金の回収が不能になった場合、村が融

資機関に対して行います損失補償の相当額に

つきまして、県が補助を行うために設定する

ものでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。資料の40ページをお願いいたします。

上段の人事管理費８億6,500万円余は、ホ

ストコンピュータの運用管理費、職員用パソ

コンの整備や電子メールなどの各システムの

運営費、また市町村と共同で構築しておりま

す電子申請受付システム「よろず申請本舗」

及び地理情報システムの汎用型ＧＩＳの運営

経費などを計上しております。

なお、その他の特定財源の１億6,000万円

余につきましては、電子自治体推進事業及び

汎用型ＧＩＳ構築事業の市町村負担金などで

ございます。

次に、下段の計画調査費10億400万円余に

つきましては、市町村が実施いたします携帯

電話鉄塔施設整備事業やブロードバンド未提

供地域解消促進事業への補助、それから、熊

本県総合行政ネットワーク管理運営事業の通

信回線の借り上げ費や、運用開始から７年を

経過して老朽化が進んでまいりました同ネッ

トワークの更新費用などを計上しておりま
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す。

また、県民のＩＴ学習支援のためのホーム

ページの運営経費、障害者の在宅就労を進め

るためのチャレンジド・テレワーク推進事業

を計上しております。

以上、情報企画課の合計としては20億4,30

0万円余の予算を計上しております。よろし

くお願いいたします。

○山野文化企画課長 文化企画課でございま

す。資料の41ページをお願いいたします。

文化企画課、総額で５億9,500万円余をお

願いしております。まず、計画調査費の４億

5,500万円余につきまして、右の説明欄で御

説明申し上げます。

まず、１の文化企画推進費7,000万円余で

ございますが、(1)の文化行政推進費は、文

化振興審議会の運営及び文化関係の企画、調

査等に要する経費でございます。(2)の博物

学関係事業は、収集資料の整理、保存や、そ

れらの資料を活用いたしました企画展、それ

から自然観察会、そういったものの実施及び

松橋収蔵庫の運営に要する経費でございま

す。(3)の熊本県芸術文化祭推進事業は、熊

本県文化協会と共同いたしまして、９月から

12月まで県下一円で開催いたします熊本県芸

術文化祭の広報とオープニング事業を実施す

るための負担金でございます。(4)各種文化

団体補助金は、県の文化協会及び九州文化協

会が各種文化事業等を実施するための補助金

でございます。(5)の地域創造分担金は、財

団法人地域創造に係る本県分の分担金でござ

います。

次に２、県立劇場費３億8,500万円余でご

ざいますが、(1)の県立劇場施設整備費は、

非常用蓄電池の交換に要する経費でございま

す。(2)の県立劇場管理運営事業は、県立劇

場の管理、運営等を指定管理者でございます

財団法人熊本県立劇場に委託するための経費

等でございます。

以上でございます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

○園田国際課長 国際課でございます。資料

の42ページをお願いいたします。

一般管理費、諸費の合計で２億9,000万円

余をお願いしております。

まず、諸費１の海外移住者等交流費につき

ましては、本県から海外に移住された方々と

の交流促進等に係る経費でございます。

２の国際協力推進費につきましては、海外

からの技術研修員や留学生の受け入れなど、

人材育成を支援する経費でございます。

３の国際交流推進費につきましては、姉妹

友好提携先である３地域との交流事業や通

訳、国際交流団体への補助、負担金に係る経

費でございます。そのうち(2)の中国・広西

トップセールス事業は、広西壮族自治区で開

催されますＡＳＥＡＮ博覧会への出展など、

人的交流及び経済交流の拡大に要する経費で

ございます。

４の旅券発給事務費につきましては、旅券

発給業務に係る人件費及び事務費でございま

す。

５の国際化環境整備推進費につきまして

は、在住外国人からの相談に対応する相談コ

ーナー及び熊本県国際協会の活動支援に要す

る経費、北朝鮮拉致問題に関する各種啓発事

業に要する経費、多文化共生社会の構築に向

けた啓発事業に要する経費でございます。

６のＪＥＴプログラム事業費につきまして

は、市町村に配置されます外国語指導助手の

研修及び国際課の国際交流員２名の招致に係

る経費でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○髙田交通対策総室長 交通対策総室でござ

います。説明資料の43ページをお願いいたし

ます。
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計画調査費で７億8,400万円余をお願いし

ております。

まず、交通整備促進費といたしまして４億

1,700万円余を計上しております。主な事業

といたしまして、第１に、自動車道建設促進

事業として、島原・天草・長島架橋構想の推

進に係る事業費などとして400万円を計上し

ております。第２に、新幹線建設促進事業と

いたしまして、九州新幹線建設促進の要望活

動に向けた新幹線建設促進期成会負担金な

ど、及び肥薩おれんじ鉄道沿線活性化協議会

負担金などとして、合計1,300万円余を計上

しております。第３に、基幹交通体系企画調

整事業といたしまして、阿蘇くまもと空港へ

のシャトルバスの本格運行に向けての検討を

初めとした熊本都市圏の交通問題に係る対策

事業や、地方バス路線維持などの生活交通確

保に向けた取り組みを行う市町村に対する支

援などとしまして、３億9,900万円余を計上

しております。

次に、空港整備促進費といたしまして３億

6,600万円余を計上しております。主な事業

といたしまして、第１に、阿蘇くまもと空港

整備促進事業として、滑走路の改良など国が

行う空港の基本施設整備に係る県の負担金と

しまして１億4,500万円余を計上しておりま

す。第２に、阿蘇くまもと空港国内線振興・

環境対策推進事業といたしまして、空港の拠

点性強化のための対策や周辺環境対策に係る

事務費などとして300万円余を計上しており

ます。第３に、阿蘇くまもと空港国際線振興

対策事業といたしまして、県、市町村、経済

団体などで組織する阿蘇くまもと空港国際線

振興協議会に対する負担金などとして3,500

万円余を計上しております。円高、ウォン安

の影響で厳しい状況にあります熊本ソウル

線の安定した運航継続や国際チャーター便の

利用促進に取り組み、阿蘇くまもと空港の拠

点性の向上を図ることとしております。第４

に、地域航空推進事業といたしまして、県、

地元市町などによるあり方検討の結果を踏ま

え、天草エアラインの安全かつ安定した運航

を地元市町と協調して支援するため、重整備

及び機材整備費に対する補助や天草空港利用

促進協議会への負担金などとして１億6,200

万円余を計上しております。なお、あり方の

検討結果につきましては、後ほど報告申し上

げます。第５に、阿蘇くまもと空港周辺整備

事業といたしまして、空港と一体となって管

理しております周辺の県有地の除草、樹木伐

採などの維持、管理及び冠水対策のための経

費としまして1,400万円余を計上しておりま

す。

以上であります。よろしくお願い申し上げ

ます。

○甲斐統計調査課長 統計調査課でございま

す。資料の44ページをお願いいたします。

中段、委託統計費３億7,900万円余でござ

いますが、これは国から委託を受けて実施い

たします統計調査の経費でございます。内訳

、 、は 毎年実施しております経常調査分として

労働力調査等13調査の経費9,500万円余、ま

た、５年ごとに実施しております周期調査分

として、農林業センサス等10調査の経費２億

8,400万円余でございます。

下の段の単県統計費、約400万円でござい

ますけれども、これは、県民所得と市町村民

、 、所得の推計調査費 それから推計人口調査費

及び統計年鑑等刊行物の作成に要する経費で

ございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○井手順雄委員長 続きまして、出納局に移

ります。

○藤本会計課長 会計課でございます。資料

の46ページをお願いいたします。

まず、上の欄、一般会計でございますが、

２段目の会計管理費は、会計関係業務の推進
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に要する経費でございます。対前年度２億6,

677万6,000円減の１億5,765万6,000円の予算

措置をお願いしております。

内訳を説明欄に記載しておりますが、(1)

と(4)は業務推進の事務費でございます。(2)

は、昭和60年度から会計処理を行っておりま

すオンラインシステムの維持管理費で、新年

度から、下の(3)総合財務会計システムに移

行することに伴う９月までの所要経費でござ

います。(3)は、新年度から稼動します会計

処理に加え、予算、決算、物品調達等の業務

をトータル的に管理します総合財務会計シス

テムの維持管理費でございます。予算減は、

主に総合財務会計システムの開発終了に伴う

ものでございます。

次の段の利子は、年間の収入、支出見合い

の中で、支払い資金が不足する場合の一時借

り入れに伴う支払い利子で、2,600万円の予

算措置をお願いしております。

次に、下の欄、収入証紙特別会計でござい

ますが、会計課において、特別会計で一元管

理しております収入証紙による使用料及び手

数料等収入を、許認可等の申請実績に応じて

関係所属へ繰り出すものでございます。対前

年度同額の30億円の予算措置をお願いいたし

ております。

会計課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。

○坂本管理調達課長 管理調達課でございま

す。資料の47ページをお願いいたします。

２段目の会計管理費につきまして、1,500

万円余をお願いしております。これは、説明

欄に記載しておりますように、物品の調達、

管理、指導等に係る事務費500万円余と電子

入札システムに係る管理運営費1,000万円余

でございます。

以上、課の合計１億3,690万2,000円でござ

います。

続きまして、資料の48ページをお願いいた

します。

債務負担行為の設定でございます。

債務負担行為関係につきましては、２月補

正の際に御説明申し上げましたものと同じ

く、各所属に共通する県有施設管理業務等の

、 、 、４業務につきまして 知事部局 教育委員会

警察本部等の本庁及び各出先機関に係る分を

含め、管理調達課で一括計上いたしておりま

す。

今回設定をお願いしておりますのは、平成

21年度途中にて契約を締結し、複数年度にわ

たって役務の提供を受ける必要がある３業務

についてでございます。

、 、まず 県有施設等管理業務でございますが

２件、限度額1,100万円余の設定をお願いい

。 、たしております 主な内容といたしましては

永青文庫推進事業、テレメーターシステム保

守に係る業務委託でございます。

次に、情報処理関連業務でございますが、

９件で、限度額５億4,900万円余の設定をお

願いしております。主な内容といたしまして

は、情報システムの開発、運用に係る業務委

託でございます。

最後に、事務機器等賃借でございますが、

72件、限度額が８億1,300万円余の設定をお

願いしております。主な内容といたしまして

は、情報システム関連機器及びファクス等の

事務機器のリースでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○井手順雄委員長 続きまして、人事委員会

事務局、田中総務課長お願いします。

○田中総務課長 人事委員会事務局でござい

ます。資料の49ページをお願いいたします。

まず、上段の委員会費でございます。760

万円余を計上させていただいております。こ

れは人事委員会委員３名の報酬と人事委員会

に要する経費でございます。
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下段、事務局費でございます。１億8,200

万円余を計上させていただいております。こ

れは、説明欄２の運営費2,300万円余でござ

いますが、職員等の採用試験に要する経費、

それから公平審査事務及び給与制度等調査研

究に関する経費でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○井手順雄委員長 続きまして、監査委員事

務局、藤川第一課長。

○藤川第一課長 監査事務局でございます。

資料の50ページをお願いいたします。

委員費の1,900万円余につきましては、監

査委員４名の報酬等並びに監査に要する経費

でございます。

次の下段の事務局費の１億5,300万円余に

つきましては、事務局職員の人件費と監査に

要する事務経費でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

、 、○井手順雄委員長 続きまして 議会事務局

吉良総務課長。

○吉良総務課長 議会事務局でございます。

51ページをお願いいたします。

議会事務局全体といたしまして、議会費と

事務局費の合計で13億7,121万円余を計上し

ております。

まず、上段の議会費でございますが、９億

9,066万円余を計上しております。これは、

議員報酬、本会議等を開催するための経費、

委員会等における調査活動経費及び海外友好

訪問等に係る経費でございます。

次に、下段の事務局費は３億8,055万円余

を計上しております。これは議会運営に係る

経費及び議会棟の庁舎管理等に要する経費で

ございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○井手順雄委員長 続きまして、条例等関係

の審査に移ります。

まず、総務部、田崎人事課長。

○田崎人事課長 人事課でございます。お手

元の総務常任委員会説明資料、条例等関係を

お願いいたします。

１ページをお願いいたします。

第78号議案熊本県一般職の職員等の給与に

関する条例の一部を改正する条例についてで

ございます。２ページをごらんください。

まず、改正の趣旨でございますが、人事委

員会の勧告及び報告に基づきまして、一般職

の職員の給与に関する条例の改正を行うもの

でございます。

内容についてでございますが、人事委員会

勧告の内容は、給料表及び期末勤勉手当につ

いては据え置きでございましたが、医師に支

給しております初任給調整手当につきまして

は、勤務医の確保が全国的な課題となってい

る中で、人材確保の観点から、この手当の引

き上げが勧告されております。そのため、初

任給調整手当の最高支給額を、国の引き上げ

額と同様に引き上げるための改正でございま

す。

また、あわせて条例中の文言の整理を行う

こととしております。

施行日は、文言の整理は公布の日から、手

当の改正につきましては21年４月１日からと

しております。

次に、資料３ページ、第79号議案熊本県職

員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例についてでございます。４ページを

ごらんください。

まず、改正の趣旨でございます。業務の特

殊性や職員の勤務の実情の変化等を踏まえ、

手当の廃止及び関連する規定の整理を行うも

のでございます。
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内容についてですが、改正内容(1)の福祉

業務手当につきましては、児童相談所または

福祉総合相談所に勤務する児童福祉司等に対

して支給している月額手当を廃止するもので

ございます。(2)の家畜保健衛生業務従事手

当につきましては、家畜保健衛生所に勤務す

る職員に対して支給している月額手当を廃止

するものでございます。この２種類の特殊勤

務手当につきましては、いずれも給料の調整

額へ移行することに伴い、廃止するものであ

ります。(3)及び(4)は、この２種類の特殊勤

務手当の廃止及び調整額への移行に伴いまし

て関係する規定の整理を行うものでございま

す。

施行日は、いずれも平成21年４月１日から

としております。

次に、資料５ページ、第80号議案熊本県知

事等の給与の特例に関する条例についてでご

ざいます。８ページをごらんください。

まず、条例制定の趣旨でございますが、２

月18日に策定、公表しました財政再建戦略に

おきまして、財政再建の一環として、知事等

の特別職及び一般職の職員の給与削減に取り

組むこととしております。本条例は、この削

減措置を実施するために制定するものでござ

います。

内容についてでございますが、表に掲げて

おりますとおり、知事につきましては、給料

の30％、期末手当の10％を削減し、副知事、

教育長、常勤の監査委員及び病院事業管理者

につきましては、給料の15％、期末手当の５

％を削減することとしております。

また、行政委員会の委員につきましても、

委員長、会長が報酬の７％、その他の委員に

つきましては報酬の５％を削減いたします。

一般職の職員につきましては、部次長級が

給料の７％、課長級以下の管理職が５％、そ

の他の職員が３％を削減することといたして

おります。

なお、知事の退職手当につきましても、知

事マニフェストに沿って、知事就任から１年

間は計算に入れないこととしております。

次に、削減の期間でございますが、財政再

建戦略の期間であります21年４月から24年３

月までの３年間といたしております。

施行日は、平成21年４月１日からとしてお

ります。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○田嶋財政課長 財政課でございます。

説明資料の９ページから16ページに、手数

料条例の一部を改正する条例を記載しており

ます。まず、17ページの条例(案)の概要をつ

けておりますので、この概要に沿って御説明

させていただきます。

まず、１の条例制定の趣旨ですが、教育職

員免許法の一部改正等に伴い、手数料の新設

等を行うものでございます。

次に、２の改正内容ですが、(1)は、新た

に手数料を設けるものとして13項目ございま

す。いずれも所要経費、他県等との均衡を踏

まえ、県独自に算定したものでございます。

①は、教育職員免許法の改正に伴い、平成21

年４月から教員免許更新制度が導入され、10

年ごとの更新が必要になることから、免許状

の更新や有効期間の延長、免許状更新講習の

修了確認等、新たに発生する手続について、

関係手数料の新設を行うものでございます。

②は、建築確認等の記録を文書で証明する業

務について、手数料を新設するものでござい

ます。③は、２級建築士及び木造建築士の免

許証の書きかえまたは再交付に係る業務につ

いて、手数料を新設するものでございます。

④は、知事の認可を受けて設立された土地区

画整理組合において、組合理事長であること

の証明書等の交付事務について手数料を新設

するものでございます。⑤は、道路交通法の

改正に伴い、免許証の更新が必要な75歳以上

の者に対しまして新たに認知機能検査が導入
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されるため、手数料を新設するものでござい

ます。⑥は、医薬品の販売に従事している者

に係る登録事項の書きかえまたは再交付業務

につきまして、手数料を新設するものでござ

います。

次に(2)ですが、手数料の額の改定を行う

ものとして、15項目ございます。①及び②に

ついては、地方公共団体の手数料の標準に関

する政令の改正に伴い、手数料の額を改定す

るものでございます。③から⑥につきまして

は、所要経費、他県等との均衡を踏まえ、県

独自に算定しております。

まず、③の特定任意講習は、高齢者が免許

更新を行う場合、身体機能の低下等を判断す

るために行われている実技講習等について、

額を改定するものです。④は、平成18年度か

ら導入されている介護サービス情報の公表制

度について、国が示している手数料に関する

ガイドラインが改正されることに伴いまし

て、額を改定するものです。⑤は、建築確認

申請に係る構造計算適合性判定について、小

規模建築、200平米以下の判定が必要となっ

たことから、面積区分、現行は1,000平米以

下になっておりますが、これを、200平米以

下、200平米から1,000平米以下に細分化いた

しまして、手数料の額を改定するものです。

⑥については、道路交通法の改正に伴い、新

たに認知機能検査が導入されることを踏ま

え、手数料の額を改定するものです。

次、18ページをお願いします。

次に(3)ですが、法律等の改正に伴い、関

係条例の整理を行うものでございます。また

(4)でございますが、その他の関係規定につ

いても、本条例の改定にあわせまして整理を

するものでございます。

次に、３の施行期日につきましては、記載

のとおりとなっております。

最後に、４のその他ですが、今回新設され

る手数料は、県の収入証紙で収入するため、

収入証紙条例の一部改正をあわせて行うもの

でございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○本田市町村総室長 市町村総室でございま

す。資料の20ページをお開き願いたいと思い

ます。

第82号議案熊本県住民基本台帳法施行条例

の一部を改正する条例の制定についてでござ

います。22ページに概要がございますので、

そちらの方で御説明をさせていただきたいと

存じます。

内容の欄の最初に書いておりますとおり、

この条例改正の趣旨は、住民基本台帳法の第

30条の８第１項及び第２項の規定によりまし

て、住民基本台帳ネットワークシステムの本

人確認情報の利用及び提供を行いますための

関係規定を整備するものでございます。

ここで言います本人確認情報とは、市町村

の住民基本台帳に記録をされております県民

、 、 、 。の住所 氏名 性別 生年月日でございます

この本人確認情報が県の事務処理上で必要な

場合に、条例で定めます事務に限って、この

住基ネットのシステムの本人確認情報を利用

いたしまして、本人や市町村から住民票を徴

収しないで、その本人確認情報を得ることが

できるようにするための条例改正でございま

す。

これまでは、住民基本台帳法で定められて

おります事務につきましては、住基ネットシ

ステムの本人確認情報を利用してまいったと

ころでございますが、この住民基本台帳法の

第30条の８の規定によりまして、住基ネット

システムの本人確認情報を利用または提供で

きる事務は条例でも定めることができるとい

うことになっておりまして、この住基ネット

システムの本人確認情報を利用または提供す

ることで、住民の利便性の向上、増進、また

は行政事務の効率化が図られる３つの事務を

この条例で定めることといたしておるところ

でございます。
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２の主な改正内容についてでございます

が、(1)に書いておりますように、住基ネッ

トシステムの本人確認情報を利用できる事務

といたしまして、アの熊本県職員等恩給条例

によります年金である給付の支給に関する事

務と、イの熊本県心身障害者扶養共済制度条

例によります年金の支給に関する事務でござ

います。

次の(2)に書いております住基ネットシス

テムの本人確認情報を県教育委員会に提供で

きることといたしまして、その本人確認情報

を提供できる事務を、熊本県育英資金貸与の

基金条例によります貸し付けに係る債権の回

収に関する事務としております。

次に、(3)に書いておりますように、県教

育委員会への本人確認情報の提供方法を、こ

れをセキュリティーに万全を期すために、電

気通信回線を通じて送信をする方法によるこ

とといたしております。

これら各事項の具体的な内容につきまして

は、規則で定めることといたしております。

また、この条例の施行期日を21年４月１日か

らといたしておるところでございます。よろ

しくお願いいたします。

○甲斐統計調査課長 統計調査課でございま

す。23ページをお願いいたします。

議案第83号熊本県統計調査条例及び熊本県

個人情報保護条例の一部を改正する条例でご

ざいます。26ページの概要で御説明を申し上

げます。

本条例の改正の趣旨は、統計法の全部改正

及び統計報告調整法の廃止に伴って、関係す

る２つの条例を整備するものでございます。

主な改正内容ですが、まず(1)の熊本県統

計調査条例につきましては、新しい統計法が

一部県が行う統計調査についても適用された

ことによりまして、規定の重複等が生じるこ

とになります。このため、重複分を削除する

など、アからエに記載のような整備を行うも

のです。

また(2)の熊本県個人情報保護条例につき

ましては、条例で引用しております法律の条

項等に変動が生じたことに対応しまして、規

定を整理するものでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○藤本会計課長 会計課でございます。資料

の27ページをお願いいたします。

熊本県収入証紙条例の一部改正についてお

願いいたしております。28ページの概要によ

って御説明させていただきます。

今回の改正は、収入証紙の返還に伴う現金

の還付に関する規定を整備するものでござい

ます。

県に対する各種の許認可等申請に当たって

必要となります収入証紙につきましては、申

請者が、あらかじめ県が指定します収入証紙

売りさばき人から購入し、所要の手続を行う

ことになります。

この収入証紙の購入に当たりまして、必要

以上の収入証紙を購入したり、申請の取りや

め等によりまして、購入した収入証紙が不要

になる場合がございます。こうした場合、県

では、購入者からの請求に基づき、当該証紙

を買い戻し、代金を還付しております。

ただ、還付する金額は、証紙の販売に当た

りまして、収入証紙売りさばきに対して、収

入証紙定価の４％に相当する額を収入証紙売

捌手数料として支払っておりますので、この

手数料を差し引いた残りの96％に相当する額

を還付することになります。

今般、この収入証紙売りさばき人に支払っ

ております収入証紙売捌手数料を４％から3.

15％に引き下げ――これは規則の改正により

ますけれども、これに伴いまして条例の現金

の還付に関する規定を改正するものでござい

ます。

なお、改正に伴う還付金額は、収入証紙定

価の96.85％となりますが、全国の条例の定
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め方等をもとに、還付金額の表記を、当該証

紙の定価の額面金額から当該証紙に係る売捌

手数料に相当する金額を差し引いた金額と改

めるものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○坂本管理調達課長 管理調達課でございま

す。資料の29ページをお願いいたします。

第92号議案熊本県用品調達基金条例及び熊

本県用品調達基金管理事業特別会計条例を廃

止する条例につきまして、次の30ページの条

例(案)の概要で御説明いたします。

１の条例改正の趣旨でございますが、これ

は、用品調達基金により用品の集中調達を行

ってきたところですけれども、平成21年４月

から運用を開始します新財務会計システムに

より、一般会計による効率的な調達が可能と

なることから、平成20年度をもって基金を廃

止するため、関係条例を廃止するものでござ

います。

また、３の施行期日でございますが、平成

20年度の用品調達等に関する清算事務が完了

する日としておりまして、基金は財産の一部

でございまして、出納整理期間の概念がござ

いませんため、平成21年６月１日とし、特別

会計は平成21年４月１日として、経過措置に

より清算事務を行うこととしております。

なお、用品調達基金の清算後は、基本財産

2,000万円と収益金1,000万円ほどを見込んで

おりますけれども、一般会計に繰り入れる予

定でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○田崎人事課長 人事課でございます。資料

31ページをお願いいたします。

包括外部監査契約の締結についてでござい

ます。32ページの概要で御説明させていただ

きます。

包括外部監査契約につきまして、平成21年

度分の契約を締結するものでございます。

契約の内容でございますが、都道府県に実

施が義務づけられている包括外部監査につい

て、監査を受けるとともに、監査の結果に関

する報告の提出を受けることを内容とするも

のでございます。

契約期間は、平成21年４月１日から22年３

月31日までの１年間となっております。

契約金額につきましては、1,341万2,000円

を上限とし、契約の相手方につきましては、

公認会計士の荒木幸介氏を予定しておりま

す。なお、荒木氏を契約の相手方とする理由

は、その下の米印に掲げてあるとおりでござ

います。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。資料33ページをお願いいたします。

第105号議案でございます。公立大学法人

熊本県立大学が徴収する料金の上限の認可に

ついてでございます。34ページの概要の方を

ごらんください。

公立大学法人熊本県立大学が、その事業を

実施するに当たって料金を設定いたします場

合は、議会の議決を経て認可を行うものでご

ざいます。

今回の料金設定の主な内容は、平成21年４

月１日からの教員免許更新制度導入に伴いま

して、講習、講座を開講するため受講料を徴

収するためでございます。また、あわせて今

後想定される社会人教育のための講習受講料

の上限も申請をいたしております。

参考に記しておりますとおり、教員免許更

新受講料は、全国国公立大学と同水準、１時

間当たり1,000円、１日６時間を予定いたし

ております。県内各大学で同種の講座を開講

されますが、県立大学においては、受講予定

者を、必修科目200人、選択科目を450人と見

込んでおります。
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以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

○田嶋財政課長 財政課でございます。資料

の35ページをお願いします。

議案第106号全国自治宝くじ事務協議会へ

の岡山市の加入及びこれに伴う全国自治宝く

じ事務協議会規約の一部変更について、及び

次の36ページの議案第107号西日本宝くじ事

務協議会への岡山市の加入及びこれに伴う西

日本宝くじ事務協議会規約の一部変更につい

てでございます。37ページに概要を記してお

りますので、そちらをごらんください。

全国自治宝くじ事務協議会及び西日本宝く

じ事務協議会は、それぞれ左下に記載してお

ります都道府県、指定都市により構成してお

ります。宝くじの発売の事務を行う協議会で

ございます。

今回は、本年４月１日の岡山市の政令指定

都市移行に伴い、岡山市を両協議会に加える

こと及びそれに伴う規約の変更に関し議決を

求めるものでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○井手順雄委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、議案等について質疑を

受けたいと思います。質疑をお願いします。

○小杉直委員 条例等関係の８ページ、人事

課長になるかな。

ここに特別職、一般職の給料カットが打ち

出してあるですたいね。知事には、選挙期間

中から、その後機会あるたびに、職員さんた

ちの給料カットというのは、最後の最後にし

てくださいよてお願いしとったっですたい

な。やっぱりやる気というか、モチベーショ

ンの問題にもかかわるばってんが、生活にも

もちろん大きな影響をするし、だけん、勤め

る側としては一番大事な問題ですたいね。し

かし、今回こういうカットをしてあるわけで

すが、労働組合の方とも話し合った結果とい

うことになっておりますので、まあこういう

痛みに対しては、皆さんに同情したり、ある

いは思い切ってこれに賛同されることに対し

て敬意を表したいと思っておりますが、人事

課長、この一般職の方で７％、５％、３％と

いうのは、大体金額は平均して幾らぐらいに

なると。

○田崎人事課長 部次長級７％につきまして

は、大体平均しますと年間40数万円の額にな

ります。

○小杉直委員 月額は。

○田崎人事課長 月額としましては、それぞ

れでちょっと……

○井手順雄委員長 平均で結構でございま

す。

○田崎人事課長 それを12で割りますので、

大体４万円近くになろうかと思います。５％

の管理職につきましては、大体月額２万円ぐ

らいになろうかと思っております。そして、

３％のカットにつきましては、月額で――申

しわけございません、ちょっと手元に資料が

――大体10数万円でございますので、１万円

近くになろうかと思っております。申しわけ

ございません。

○小杉直委員 それなら、３％の職員さんで

１万円近く、まあ9,000幾らということでし

ょうたいな。そうすると、５％の課長以下の

管理職で２万円近く、それから部次長級で４

万円近くですから、３万数千円になるとだろ

うと思うとですたいね。

それで、実は、あと総務部長にちょっとお

、 。尋ねしたかっですが 財政の責任者ですから

今議会で、議員たちも、報酬カットを打ち出
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す予定ですたいね。私は議会運営委員長をや

っておりますので、各会派にずっと御相談申

し上げて、議長が７％、副議長が５％、その

他の議員が３％、そういうふうなカットを今

度上程する予定でおりますが、これは２年前

の報酬カット、我々は7.5％ぐらい平均して

カットしとるですね。１人当たりの議員が約

６万円から８万円ぐらいのカットになったと

思うとですたいな。それから、また今度は、

21年度は応招旅費のカットもされる予定で

す。これがおおよそ今までの40％から60％減

額になると。

そういった中で、今回、さっき言ったよう

に、一般議員が３％、副議長が５％、それか

ら議長が７％ということを打ち出しとるわけ

ですが、これは12月議会で西委員がそういう

ような議員に対する要望もされたことも私の

片隅にあったわけですが、各会派あるいは議

員の皆さんを回ってみますと、やっぱり職員

さんたちがそのように痛みを伴って財政再建

に協力するというようなことをかんがみて、

議員たちもそのようにやりましょうというこ

とになって、今回そのような予定で上程する

、 、 、 、予定ですが 実は同じ３％ ５％ ７％でも

一般議員の３％というのは月額２万3,400円

なんです。５％というのは４万3,500円です

から、部次長級の７％は超えるわけですね、

５％で。それから、議長の７％というのは、

６万7,900円ですから、はるかに部次長を超

えるわけですな。

そういうように我々も、議会の今までの審

議の道義的な責任とか皆さんの痛みに伴っ

て、知事部局ばかりじゃなくて、教育委員会

も県警もそのようにカットするということを

かんがみて、今言ったような気持ちで我々も

カットしようということの予定をしておるわ

けですが、財政の責任者の一人として、議員

たちのこの給料カットについて、どのような

見解、感想をお持ちですかな。

○角田総務部長 今、小杉委員が言われまし

たように、議員の皆様におかれましては、18

年度のときに、給与構造改革で８％弱、いわ

ゆる７％後半のカットをしていただきまし

た。それに加えまして、今回また、こういう

財政再建戦略の中で、県全体で取り組んでい

るそういうものにみずからカットしていただ

いて、大変私たちは感謝しているところでご

ざいます。

これは、財政再建戦略におきましても、３

年間一応予定しておりますものですから、県

職員一丸となってやっていきたいというふう

に思っていたところでございまして、また、

議員の先生方も、それに協力していただける

ということで、非常に感謝しております。今

後とも、またよろしくお願いしたいと思って

います。

、 、○小杉直委員 県の職員さんは 合計すると

はっきり覚えておりませんが ２万2,000～3,、

000人おられるということで、相当の減額の

トータルになると思います。議員たちは49名

ですから、その人数は非常に少ないわけです

が、カット率は一緒でも相当のカット幅にな

ると。それから、今部長がおっしゃったよう

に、２年前に7.6％ぐらいだったですか、カ

ットされて、応招旅費も今度はカットの予定

だと。

そのように議員たちも、皆さんと同様に、

県財政の再建に協力しようというふうな方針

を打ち出しておりますので、御理解と、マス

コミの皆さんにも、そのような承知をしてお

ってもらいたいなというふうなことで質問し

たわけです。

以上です。

○馬場成志委員 人事課長、これは新しい条

例に基づいた額で人件費は上げてあるんでし

ょうか、予算は。
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○田崎人事課長 今、委員聞いておられます

のは、こちらの最初御説明しました当初予算

関係のことだと思いますけれども、現時点で

はトータルの、いわゆる先ほど御説明しまし

たように、平成21年１月１日現在の人数とそ

のときの給与額で計上してございまして、今

回条例が通ればまた変わってくるということ

でございます。

○馬場成志委員 わかりました。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

○渡辺利男委員 市町村総室にお尋ねします

けれども、市町村振興宝くじの収益金、これ

は毎年こういうふうに市町村へ交付されるわ

けですけれども、たしか事務局は熊本市が持

っとって、そこにかなりの基金も積み上げて

あると思うんですが、どういうふうにそれが

使われているのか。それと、県は関与できな

いのかですね。

とにかく今、市町村も含めて財政が厳しい

ものですから、こういうときにかなりの額が

今積み上がってあると思うんです、財産とし

て。それを有効に使うときだと思うんですけ

、 、れども どういうふうに今使われているのか

その額が幾らぐらいあるのか、まずちょっと

お尋ねをいたします。

○本田市町村総室長 今、委員の御指摘にあ

りましたように、特に主な使途といたしまし

ては、昨年から市町村職員の研修協議会とい

うものが立ち上がっております。これにつき

まして、市町村の方で階層別の研修でござい

ますとかあるいはテーマ別の研修でございま

すとか、市町村会館の方でこれを町村会の方

が事務局となってこの研修を実施いたしてお

りますが、そちらの方の研修の費用等にこの

振興協会の方から研修費用といたしまして助

成がなされております。

そのほかにも、いわゆるハード整備に関し

ての助成でございますとか、それぞれ審査が

なされておりまして助成がなされております

、 、 、が 済みません 具体的な数字につきまして

今ちょっと手元に数字がございませんが、そ

ういう形で、今この振興協会の方からの助成

というものは、有効になされておるというふ

うに考えておるところでございます。

○渡辺利男委員 積み立ててある基金の金

額、アバウトでもわかりませんか。100億ぐ

らいあるんじゃないですか。

○本田市町村総室長 ちょっと概略ではござ

いますが、今現在で約90億程度だったかと思

っております。

○渡辺利男委員 それを、例えば各市町村、

うちの事業にどうしても要るから、それを貸

してくれとか、使わせてくれとか、そういう

ことをするための基金でしょう、たしか。そ

の90億を積み立てたままで、今この財政どこ

も厳しいときに、何かに使おうというような

話はないんですか。

○本田市町村総室長 今、貸し付け等の要望

等につきましては、毎年、この振興協議会の

方への要望として上がっておりまして、それ

につきましては、おおむね市町村からの御要

望におこたえするような形での助成というも

のはなされておるというふうに考えておりま

す。

○渡辺利男委員 県が広域的にやるような事

業で、ああいった資金を当面借りるというよ

うなことは考えられないんですか。90億とい

うのは大きいから。

○本田市町村総室長 当面、県の方での借り

入れというようなものにつきましては、まだ
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今のところ具体的には想定はいたしておりま

せん。

○田崎人事課長 委員長、申しわけございま

せん。先ほど馬場委員の方から御質問があり

ました件で、人数については先ほど御説明し

た件でございますが、給与につきましては、

今回のカットを反映させた形で予算をお願い

しております。大変申しわけありませんでし

た。

、 、 。○井手順雄委員長 続いて 馬場委員 何か

○馬場成志委員 それじゃ、少し聞かなきゃ

いかぬけれども、厳しい予算の中で、さっき

渡辺先生の意見もいろいろあった中での話

で、大体マイナスになっとるところが全体的

に多いんですけれども、事業、地域振興部と

か、力を入れていかなきゃいかぬところプラ

スに事業費がプラスになっとる部分は、これ

は夢の部分ですからやっていただかなきゃい

かぬところですが、一般管理費とか給与関係

の費用の部分で、ぽんと伸びてるところがち

ょこちょこあっとですたいな。これは人数が

ふえとるということであればわかりやすいん

ですけれどもね。これはわかりますか。

○田崎人事課長 17ページの人事課の例で申

し上げますと、一般管理費4,900万円伸びて

おりますが、これにつきましては、先ほど御

説明の中でも申し上げましたけれども、人材

研修センターというのは、職員課から分かれ

て職員が人事課の方に参っておりますので、

その分人数がふえておりますので、この予算

がふえているということでございます。

そういう、各課、同じような形で組織改編

等も踏まえたところで増減があっているとい

うふうに思っております。

○馬場成志委員 出納局関係、別に何か憎く

て言いよっとじゃなかですよ。会計課とか管

理調達課、このあたりはどぎゃんですか。同

じようなことですか。

○藤本会計課長 私どもの方の一般管理費に

つきましては、55名分でしておりますけれど

も、昨年度は51名で計上いたしております。

その差が今回プラスになって出てきておりま

すけれども、これは１月１日現在の職員数の

中で、当該年度末に定年退職される方、この

分は差し引いて計上するようになっておりま

して、私どもでいきますと、平成20年度の人

件費につきましては、本来61名要ったのです

けれども、51名ということで、10名が年度末

に退職されるということで、その分を計上し

ておりません。ことしは、それが５名分とい

うことで計上しておりませんので、その差に

なります。

○馬場成志委員 もうこれは委員会が終わっ

てから確認した方がよかと思いますけれど

も、それだったら前年度と本年度の比較がち

ょっとしにくいですな。またこれは別途勉強

させてもらいます。よございます。

○小杉直委員 財政課長、23ページ、一般管

理費で、説明欄に庁費で職員の赴任旅費、交

際費等て書いてあるですたいな。この交際費

というのはどういう内容ですかな。

○田嶋財政課長 財政課におきましては、職

員の、いわゆる転勤に伴う赴任旅費と交際費

は、知事以下各部局長、各出先機関長も含め

まして、すべての交際費を財政課の方で共通

経費として計上しております。

○小杉直委員 ちなみに、知事とか副知事と

か、ちょっと幹部クラスの交際費が年間どれ

だけ組んであるかわかりますか、今。
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○田嶋財政課長 失礼しました。今ちょっと

説明が間違っておりまして、各部局長以下の

をうちで計上しております。知事につきまし

ては秘書課の方で計上しております。額は、

知事が150万程度、副知事が60万程度、各部

長が合計50万程度で１人頭７万円でございま

す。

○小杉直委員 概略はわかりましたが、食糧

費との関係、兼ね合いはどぎゃんふうに解釈

するといいですかな、区分というか……。

○田嶋財政課長 各交際費につきましては、

食糧費に限らず、それぞれの公務上の儀礼と

か、そういうものに対する経費と思っていま

す。食糧費につきましては、そのほか会議等

に伴う会食とか、そういうものに限定されて

おりますので、性格が違うと認識しておりま

す。

○小杉直委員 それなら、交際費と食糧費は

明確に区分しとるということですかね。

○田嶋財政課長 委員御指摘のとおりでござ

います。

○小杉直委員 それなら、あとは要望してお

きますが、食糧費というのは、今もそうかも

しれませんが、警察の留置人の食事代、それ

も含めて十把からげて食糧費というふうな科

目で最近きておったわけですが、私は以前か

ら、やっぱり知事とか部局長も一緒ですが、

交際費とか接待費とかいろいろありますか

ら、食糧費とそういう交際費はきちんと区分

して予算編成すべきだというふうに主張して

きましたが、そのようにしてくださいね。

○井手順雄委員長 ほかに質問はございませ

んでしょうか。

○小杉直委員 管財課長さん、26ページ、庁

舎等管理費で３の(2)庁舎維持補修費、県庁

舎等の清掃及び設備保全等維持補修に係る経

費として上げてありますね。これは２億6,00

。 、0万ですか ちょっとこの中でお尋ねですが

行政棟の21年度の清掃関係の入札があったと

いうふうに聞いておりますが、何かえらい安

か落札をしたことで、ちょっとそういう金額

ではきちんとした清掃等ができないんじゃな

かろうかといううわさが一部出ております

が、その点の実態はどうなっていますか。

○松田管財課長 21年度の清掃について入札

をいたしました。結果から言いますと、大体

4,200万円程度で、60％を割るような形で最

低の応札がございました。それで、本庁の清

掃の場合、3,500万円以上になりますので、

ＷＴＯに該当するというようなことで、通常

3,500万円未満であれば、最低価格が６割を

切れば失格ということになるわけでございま

すけれども、ＷＴＯ関係でございますので、

６割を切ったとしても、それは低入札で仕事

が本当にできるかどうか、そういった審査会

を開きました。

その中で、業者の方のヒアリングや、また

業者の方から実際の歩掛かり、仕様書あたり

ももらいましていろいろ検討した結果、結論

から申しますと、やれるのではないかという

ようなことで、金曜日に審査会の意見をいた

だきましたので、これから契約をするという

ことになります。

○小杉直委員 大体概要はわかりましたが、

最低制限価格、これはＷＴＯに該当する場合

には絶対設けることはできないんですか。

○松田管財課長 絶対設けることはできませ

ん。

○小杉直委員 それならやむを得ぬですけれ
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ども、建設産業界に対する話とも連動します

けれども、やっぱり最低制限価格を設けてい

ないと、それよりも安くした場合には、低入

札制度の審査ということが出てくると思うで

すたいね。そうしますと手間暇がかかるし、

財政再建中ですから、安いところにさせたが

いいという観念もありますけれども、やっぱ

り公共のそういうような仕事は、適正価格で

発注するようにすることによって、そのいい

波及効果が民間側にいきますし、行政だから

安くせんといかぬという、財政再建中だから

安くせんといかぬという気持ちもわかります

けれども、やっぱり一方では、民間に仕事を

、 、やるわけですから なるべくそういう観念で

適正価格で発注するような心構えも持っとっ

ていただくように要望して終わります。

○井手順雄委員長 私からも一言意見があり

ますけれども、今40％を切るというようなこ

とを初めてお聞きしまして、そういう中で低

入の審査会でできるだろうというようなこと

でありましたけれども、この清掃業務という

のは95％以上が人件費なんですね。一般土木

とか建築とか、そういうやつは材料費とかそ

ういうのがありまして、人件費は半分程度と

いうような中で、低入というような形の中の

審査というならわかりますけれども、この人

件費90％以上の清掃業務に対して40％を切る

ような金額ということであれば、自然とその

中で働く人たちの賃金というのにしわ寄せが

くるんじゃなかろうかというふうに思います

けれども、その低入の審査の中で、実際に働

く人たちの給料等は、どういう話が出て決定

したんでしょうか。それをお聞きします。

○松田管財課長 ４割じゃなくして６割を切

ったということでございます。

○井手順雄委員長 だけん、６割を切ったと

いうことは。

○松田管財課長 ６割を切ったということで

ございます。

それから、第２点は、やはり低入札の審査

においては、まず熊本県の最低賃金、これは

確保しなければ、当然、それは契約はしない

ということでございます。

○井手順雄委員長 最低賃金は幾らだったで

すか。

○松田管財課長 628円だったと思いますけ

れども。

○井手順雄委員長 この６割を切ったという

のは、賃金は幾らぐらいになるんですか。

○松田管財課長 ここは最賃よりも少し超え

ております。２種類ぐらいおりまして、一般

の定期清掃の方は、日常清掃については最賃

をちょっと上回っておりまして、そのほか定

期で、ちょっと技術といいますか、そういっ

たものについては、また別途価格を設けてあ

ります。

○井手順雄委員長 その最低賃金ぎりぎりの

ところで仕事をしてくださいよと、それで低

入が認められましたと、まあそれは道義上、

事実上問題ないというようなことでしょうけ

れども、私的には、今小杉委員の意見もあり

ましたように、安かがよかろうという問題じ

ゃないと思うんですね。やはりそういう清掃

業務で、熊本県の最低賃金すれすれのところ

で賃金をいただいても、その人たちには家庭

もあるし生活もあるわけですね。そういう中

で、少しでもやはりそういうことに関して高

くいただきたいなという意見はあると思うん

。 、 、ですよ しかし この競争社会の原理の中で

最低制限価格がなくて60％を切るような価格

でとらなくちゃいけないという競争のところ
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もあるわけでありますので、あくまでもこれ

は公共の入札であるというような認識を持っ

ていただきながら、そこら辺はちょっと改善

していただくというようなことも考えないか

ぬし、また、こういう全庁舎一括入札という

のを考えれば、半分ずつ割ればＷＴＯにもか

からないというような考え方もあっていいん

じゃないかというような、いろんなところで

もうちょっと知恵をきかせてやっていただき

たいし、また、通常の清掃だとか委託業務に

関して、ほとんど関係するのが人件費なんで

すね。今最低が３割だったかな、委託業務に

関しての、普通のＷＴＯ以外のやつでは。今

土木とか何とかは85とかなっておりますけれ

ども、こちらの方は今何％になっているんで

すかね。

○松田管財課長 60％です。

○井手順雄委員長 最低ラインが４割である

、 。と 土木とか建築は15％とか20％なんですね

そういうことをかんがみるならば、40％とい

うのは昔の最低ラインでありまして、人件費

がほとんどありますから、それはやっぱり一

般土木並みに最低ラインを設けるとか、そう

いうのもぜひとも改正をしていただきたい

と、これは要望しておきます。

○馬場成志委員 交通対策総室、交通アクセ

ス、いろんな渋滞対策も交通対策総室でやり

よるですか。

○髙田交通対策総室長 今回の予算で計上し

ておりますのは、シャトルバスの本格運行と

か、そういうようなソフト面の話ということ

で、交通対策総室では、主に事業者とか車、

ソフト対策ということで担当しておるところ

でございます。

○馬場成志委員 地域政策課、ロアッソの支

援とかしっかりやっていただいていますが、

先日、テレビの特集で交通渋滞、あの日本代

表とイエメン戦のときは交通規制していただ

いてとてもスムーズだったと、まあとてもス

ムーズといっても、もちろん何もないことは

ありませんけれども、しかし、ふだんのロア

ッソの試合というのは、やっぱり交通規制ま

ではなかなかかけられないというような状況

だろうというふうに思います。だんだんだん

だん人気が上がってきています。また、期待

感も大きくなってきています。それは嬉しい

ことですし、そうなってもらわなきゃ困るわ

けでありますけれども、そういった中で、パ

ーク・アンド・ライドシャトルバスを利用し

たり、そういった努力をしていただいておる

というふうに思いますけれども、きょうは広

報課もおられますので話していきますが、そ

の報道の特集の部分は大変ありがたかったん

ですよ。試合が始まっているのにまだ着かな

い人たちがいるということ、それから、クラ

イマックスになっているのにもう帰り出す人

たちがいると。なぜか。出るのに時間がかか

るけんということで、その特集の内容はよか

ったと思っとったんですが、最後にそのアナ

ウンサーが、私はサッカーは好きですけれど

も、シャトルバスに乗ってまで行きたくはな

いですよというような話をされました。すべ

ての特集の報道のそのＶＴＲというのは、す

べてむだになったというふうに私は思ってい

ます。

そういったことは、もうどなたからという

ことではないです。広報課もおるし、ほかに

も関係各課あると思いますので、そんなばか

なコメントをしていただくようなことは、こ

れはロアッソの問題だけでなくて、交通渋滞

だけの問題でなくて、環境問題だけではなく

て、すべてにかかわって今からやっていかな

きゃいかぬことでしょう。そういった部分、

、 、広報課もふだんから――広報課長 広報課は

ふだんからいろんな交流があれば、そういっ



- 28 -

たところでしっかり話をしとってもらわぬ

と。何かありますか。

○濱名広報課長 広報課でございます。

報道機関とは常日ごろからいろいろ関係を

保っておりますので、しっかりそういう場で

お話をしていきたいというように思っており

ます。

○馬場成志委員 私は、これは一県民として

もそうですけれども、ＫＫＷＩＮＧのすぐ近

くにおりますから、もう目の前でそこの住民

の皆さん方――今、住民の皆さん方にも、熊

本県の夢だということでロアッソに対して理

解をいただくように至るところで話をしてい

ます。しかし、やっぱりそういったところで

みんな我慢をしているんです。だから、そう

いったものが、せっかくいい方向にみんなで

やりよるのに、メディアの目立った部分でそ

ういう話が出てくれば、もう全部パアになっ

てしまいますので、よろしくお願いしときま

す。

それから、もう１つ、よございますか。

情報企画課、ブロードバンド関係ですけれ

ども、これはことしは多分予算を随分ふやし

ていただいとるのかなというふうに思います

けれども、これについては、まあ金があれば

という話はちょっとむなしいかもしれません

けれども、どれだけでも前へ進めていける事

業ですか。

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。

今回予算で計上させていただいております

のは、まず全くブロードバンドやＡＤＳＬも

来ていない地域に、市町村が通信事業者に対

して補助をするのに対する補助ということ

で、総額でいきますと約1,170万円を予定し

ております。まだまだブロードバンドにつき

ましては、山間部等未到達の地域があります

ので、できる限り進めていきたいと考えてお

ります。

○馬場成志委員 それは予算さえあればどれ

だけでもできるということの答えにはなっと

るのかな。

○松永情報企画課長 予算さえあればという

ことじゃなく、やはりその地域の条件等々、

お金さえあればできるということではなく、

やはりあくまでも通信事業者の方が運営をし

ていかないといけませんものですから、十分

そこの調整は必要だと考えております。

○馬場成志委員 情報企画課の方でも随分検

討していただいておるというふうに思います

、 、けれども やっぱり地域からの要望の中でも

田舎におっても便利がよくてそういったもの

が利用できるということが、今後の過疎にし

ても何にしてもかかわって、そこが存続でき

るかどうかの大きな部分として、数少ない望

みの部分だろうと思います。

過疎対策の部分でもこの話は随分出とった

というふうに思いますけれども、また、今後

景気対策なんかで事業をやれるというような

状況になった場合、例えば公共事業なんか、

用地のストックがなければすぐ事業はできな

いというような縛り、縛りというか、状況が

、 、ありますけれども こういった部分について

そこだったら事業ができるというような体制

をできるだけ整えとっていただきたいと、こ

れは要望でよございます。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

――なければ、これで議案等に対する質疑を

終了いたします。

ただいまから本委員会に付託されました議

案第57号、第61号、第69号、第73号、第78号

から第83号まで、第91号、第92号、第104号

から第107号までについて、一括して採決を
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、 。したいと思いますが 御異議ございませんか

(「異議なし 「あり」と呼ぶ者あり)」

○井手順雄委員長 一括採決に反対の議案と

はどの議案でしょうか。

○渡辺利男委員 57号の一般会計は別にして

ください。

○井手順雄委員長 今、渡辺委員の方から、

57号の一般会計は別にしてくれということで

ございます。

それでは、一括採決ができませんので、別

にしてくれという表明がありましたので、議

案第57号について、挙手により採決をいたし

ます。

原案のとおり可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。

（賛成者挙手)

○井手順雄委員長 挙手多数と認めます。よ

って、議案第57号は、原案のとおり可決する

ことに決定いたしました。

次に、残りの議案第61号外14件について、

一括して採決を行います。

原案のとおり可決することに御異議ござい

ませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第61号外14件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。

ここでちょっと皆様方にお聞きしたいんで

すが、あと請願の審査とその他で執行部から

の説明等が15分以上かかるということで、そ

の後また質疑という形になりますけれども、

このまま委員会を継続して行うか、もしくは

ここで一回昼休みの休憩をとるか……（発言

する者あり）じゃあ、このまま続けるという

ことで、５分間の休憩というような形で行い

ますので、ここで一たん休憩をいたします。

午後０時０分休憩



午後０時６分開議

○井手順雄委員長 休憩前に引き続き委員会

を開会します。

それでは、付託請願の審査に入りますが、本

委員会で継続審査中の請第３号及び請第20号

でありますが、お手元に配付のとおり、請願

提出者から請願の取り下げ願が提出されてお

ります。

請願の取り下げは、本会議においての許可

となりますが、当委員会では撤回許可という

ことで議長に報告をいたしたいと思います

が、御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 それでは、請第３号及び

請第20号については、撤回許可ということで

議長に報告いたします。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 それでは、そのように取

り計らいます。

次に、その他に入ります。

執行部から報告の申し出が８件あっており

ます。

まず、執行部の報告を求めた後に一括して

質疑を受けたいと思います。

それでは、関係課長から順次報告をお願い

します。

○田崎人事課長 人事課でございます。

２件報告がございます。１件目が、物品調

達等に関する不適正な事務処理に係る調査報

告でございます。

お手元に、３月14日に開催されました外部

調査委員会報告書の30ページぐらいの本体

、 、 、と それから それを簡単にしました概要版

Ａ４、２枚組みがあると思います。その概要
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版の方で説明をさせていただきます。

前回、３月２日に開催されました当総務常

任委員会におきまして、２月18日に外部調査

委員会がまとめました中間報告を説明させて

いただきました。その後、外部調査委員会に

おいて、再発防止策、返還、処分の考え方に

ついて検討いただき、最終報告としてまとめ

ていただいたものでございます。

１の不適正経理の発生総額でございます

が、97所属で9,472万円となっております。

中間報告時点から、差しかえが約25万円増加

しております。これは、中間報告後に再集計

、 、を行ったところ 計上漏れが見つかったため

修正させていただいたものでございます。

２の業務との関連性について調査中の物品

の調査結果ですが、真ん中の表をごらんいた

だきたいと思います。

中間報告で調査中物品としていたものが68

件ございましたが、このうち、業務との関連

上、公費で購入することが不適切な物品が48

件の99万円分、公費で購入可能であるが、保

管・利用状況が不適切な物品が20件の133万

円分ございました。

これらの物品につきましては、購入金額全

額を関係した職員や関係所属職員に返還させ

、 、るとともに かかわった職員につきましては

その利用状況、責任の度合い等を判断しまし

て、厳正な処分を行うこととしております。

２ページをごらんください。裏面でござい

ます。

３の再発防止策でございます。

不適正な経理処理の背景、要因を、預け、

差しかえごとに整理しております。

預けでは、予算の使い切り、納品検査の不

徹底、職員の公金意識の希薄さが、差しかえ

では、職員の公金意識の希薄さ、納品検査の

不徹底、財源不足、予算流用手続の制約など

がその要因として挙げられております。

再発防止策ですが、職員の意識を改革し、

納品検査の徹底など、不適正な経理を行えな

いようなシステムを構築した上で、緊急時等

、 、の予算執行上の弾力性を確保する その一方

調達した物品の情報公開を行い、透明性を確

保すべきとされております。

主な再発防止策としては、そこの下段の表

に掲げてございますけれども、職員の意識改

、 、 、革 資質向上 物品調達・物品管理システム

予算執行システム、指導・検査、監査体制、

その他と、５項目にわたって整理をしてござ

います。

次に、３ページをごらんください。

４の職員からの返還金及び職員の処分につ

いてでございます。

まず、職員等による返還でございますが、

米印のところをごらんください。

返還額の考え方としましては、管理調達課

が調達しました備品落札率と今回不適正経理

で取得しました備品相当品の値下げ率を比較

し、割高となっている部分を県の損害として

想定し、返還総額を1,954万円としておりま

す。

この返還金につきましては、全職員で負担

していくほか、平成15年度以降の退職者にも

協力を求めていくこととしております。部長

級から主事級までのそれぞれの職員ごとの負

担額は、その右側の表に掲げてあるとおりで

ございます。

次に、職員の処分等についてでございます

が、特別職である知事につきましては、県の

最高責任者として、また道義的責任から、ま

た、副知事につきましては、知事を補佐する

職務上の責任から、みずからの給与の減額措

置を行う、その内容は表に掲げてあるとおり

との提言があってございます。

一般職につきましては、業務との関連性に

ついて調査中の物品とされたもののうち、業

務利用が認められなかった物品にかかわった

、 、職員については 個々の状況を確認した上で

その利用責任の程度を判断し、厳正な処分を

行うこと、また、預け金や差しかえに係る事
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務処理にかかわった職員に関する処分につき

ましては、預け金が文書訓告、差しかえが口

頭訓告との今回の基本量定をいただいている

ところでございます。

また、各部局長の責任につきましては、本

庁部長職の管理責任を問い、各部局長に対し

て文書訓告を行うとされております。

この最終報告につきましては、３月14日の

外部調査委員会で内容について御承認をいた

だき、提言という形でいただいております。

これを受けまして、再発防止策については、

できるものは直ちに取り組んでまいりたいと

考えております。また、職員の処分等につき

ましては、この３月中に行うこととしており

ますし、返還金につきましても、職員からで

きるだけ早く返還させるよう手続を進めてま

いります。

今後二度とこのような不適正経理が起こら

ないように、職員の意識改革を初め、再発防

止策に積極的に取り組んでまいりますので、

よろしくお願いをいたします。

続きまして、報告２でございます。

これもお手元に厚い冊子で「くまもと『夢

への架け橋』教育プラン」というのが別冊で

あると思います。100ページぐらいのもので

。 、 、ございます それと別に 概要版としまして

これもＡ４、２枚組みのものがあると思いま

。 。す これについて御報告させていただきます

この教育プランは、文教治安常任委員会で

、 、の付託審議となっておりますが この計画は

教育基本法第17条第２項の規定に基づき、県

が策定する子育て、文化、スポーツなどに関

する事項を含め、県が取り組む教育全般の振

興に関する計画ですので、当常任委員会にお

きましても、その概要について報告をさせて

いただきます。

最初に、概要版の１ページの２の「くまも

と『夢への架け橋』教育プラン」策定のポイ

ントでございます。

この計画は、教育基本法に規定されている

教育の目的や理念等を反映するとともに、国

が策定しました教育振興基本計画を参酌して

策定されたものです。

策定に当たりましては、本計画の策定主体

が県であることから、知事部局、警察本部、

教育庁の32課・総室で構成します熊本県教育

振興基本計画策定幹事会を設置しまして全庁

的に取り組むとともに、熊本県教育振興基本

計画検討委員会を設置しまして、外部の有識

者の御意見を伺ってまいりました。

、 、続きまして 本計画の内容でございますが

「 『 』 」４の くまもと 夢への架け橋 教育プラン

の概要というところ、一番下段でございます

が、ごらんいただきたいと思います。

まず(1)総論で、家庭教育を中心とした幼

児期の教育の推進、生涯を通じて学び、その

成果を適切に生かす社会の形成、社会全体で

教育に取り組む仕組みづくりの３つの柱を設

定して、本計画の基本理念を、未来を拓くく

まもとの人づくりといたしました。

この基本理念のもとに、次のページからで

ございます。資料の２ページから３ページに

記載しておりますように、ライフステージ別

あるいは項目別に、今後５年間でどのような

人づくりや教育を目指すのか、その指針とな

る基本的目標とその実現に向けて、県として

重点的に取り組む事項を設定しております。

３ページの下段の(2)をごらんいただきた

いと思います。

各論でございますが、各論では、本計画の

一つの柱として位置づけております生涯学習

社会の形成と家庭教育や学校教育等の生涯学

習社会の実現に向けた具体的な取り組みにつ

きまして、項目ごとに、将来の目標でもあり

ます目指す姿やその実現に向けた施策の取り

組み方法、そして、必要に応じて家庭や地域

等、県以外の主体において取り組んでいただ

きたいことを呼びかけという形で記載してご

ざいます。

各論の項目につきましては、資料の３ペー
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ジから４ページに記載しているとおりでござ

います。

非常に簡単ではございますけれども、これ

で「くまもと『夢への架け橋』教育プラン」

の御説明を終わらせていただきます。

以上でございます。

○田嶋財政課長 財政課でございます。

熊本県財政再建戦略について御報告申し上

げます。

まず、表紙をお開きお願いします。このペ

ージには、財政再建戦略策定に向けた知事の

決意を掲載しております。

１ページをお願いします。

、 、まず 県財政の現状と課題でございますが

８ページまで、中間報告と同様に、改めて国

と地方あるいは本県の財政状況について、資

料を用いて説明しております。

９ページ以降が、財政再建戦略の具体的内

容となっております。

10ページをお願いします。

10ページから11ページにわたり、戦略策定

の背景、基本的な考え方、目標等について体

系的に整理しております。今回の財政再建戦

略の目標としましては、持続可能な行財政シ

ステムの構築を挙げております。

次に、12ページをお願いします。

まず、財政システム改革に向けた６つの基

本的方針を掲げております。

13ページから18ページにかけて、歳入に係

る９項目について、基本的考え方、具体的な

取り組み内容等について整理しております。

13ページをお願いします。

県税につきましては、引き続き徴収対策の

強化に努めることとしております。また、水

とみどりの森づくり税については、これまで

の効果を検証し、条例改正も含めて、使途改

定に向けて検討を行うことといたしておりま

す。

14ページをお願いします。

資産の有効活用では、今後、六本木の熊本

会館、旧免許センター、水前寺２丁目宿舎、

いわゆる知事村等の売却に取り組むこととし

ております。

18ページをお願いします。

県債の臨時的活用についてでございます。

財源不足を解消するため、行政改革推進債の

臨時的活用を図ることとしております。

19ページから27ページにわたり、歳出に係

る項目について整理しております。

まず、19ページをお願いいたします。

人件費についてでございますが、新たな定

員管理計画を策定し、職員数を今後４年間で

5.1％、約1,200人の削減に取り組むこととし

。 、 、ております また 職員給与につきましては

平成21年度から23年度までの３年間、知事を

初めとする特別職、さらには警察職員、教職

員を含めた一般職の職員全員を対象に、給料

の７％から３％を削減することとしておりま

す。

21ページをお願いします。

一般行政経費につきましては、県民生活に

必要不可欠な水準を確保しつつ、約15％の抑

制を図ることとしております。

22ページをお開き願います。

補助金等につきましては、県としての統一

的な考え方のもと、市町村、関係団体の御理

解をいただきながら、約10％程度の抑制を図

ることとしております。

23ページ以降には、個別に検討を行いまし

た項目について記載しております。地方バス

や農業基盤整備関係補助金等、一部の補助金

につきましては市町村が主体的に取り組める

よう、交付金制度を導入することとしており

ます。

26ページをお願いします。

投資的経費についてでございます。

補助投資につきましては各年度５％、単独

投資につきましては、３年間で35％程度の抑

制を目標に取り組むこととしております。な
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お、景気対策が必要と判断される場合は、財

政再建との整合を図りつつ、的確に対応して

まいります。

28ページをお願いします。

行政システム改革についてでございます。

28ページから31ページにわたり、業務の見

直しについて記載しております。事務事業の

見直し、業務の効率化あるいは県出資団体の

見直しにも取り組んでまいります。

32ページから34ページにわたり、組織体制

の見直しについて記載しております。本庁及

び地域振興局を初めとする出先機関等の組織

体制について見直しを進めていくこととして

おります。

33ページをお願いします。

特に地域振興局につきましては、本庁また

は広域への業務の集約や組織のスリム化を推

進するとともに、第２期地方分権改革の動き

や市町村への権限移譲の進展状況を見きわめ

ながら、統廃合に向けた見直しに取り組んで

まいります。

35ページをお願いします。

職員数の削減等につきましては、組織体制

の見直しに合わせ、職員数の削減や臨時職員

の配置の見直し等に計画的に取り組んでまい

ります。

38ページをお願いします。

意識改革の取り組みについてでございま

す。

行財政改革を着実に推進するためには、職

場風土の醸成あるいは職員の育成に取り組む

ことが必要でございます。そのための取り組

みを記載しております。

40ページから43ページにわたりまして、歳

入歳出改革に取り組んだ後の中期財政収支の

見通しについて記載しております。

42ページをお開き願います。

これまで説明いたしました歳入歳出両面に

わたる取り組みを行った場合の今後の財政収

支の見通しについて試算を行っております。

その結果、表の下から２段目、網かけ部分

にお示ししておりますが、平成22年度以降、

毎年度10億円程度の財源不足が生じることと

見込んでおります。財政調整用４基金の53億

円を維持したまま、平成24年度にはおおむね

財源不足額が解消できる見込みとなっており

ます。

なお、平成22年度以降の財源不足につきま

しては、予算編成過程におけるさらなる見直

し等で対応していくこととしております。

44ページをお願いします。

財政再建戦略の進行管理につきましては、

毎年度、取り組み内容のフォローアップを行

っていくこととしております。

次に、45ページから46ページをお願いしま

す。

今後の取り組みを進めていくに当たっての

留意すべき事項を掲載しております。特に、

経済情勢の悪化を踏まえまして、特記２とし

て、国の景気対策への適切な対応を追加して

記載しております。

以上が財政再建戦略の概要でございます。

現在の社会・経済情勢を踏まえますと、県

財政の先行きも不透明な状況にあると考えて

おりますが、戦略に掲げております方策を着

実に進め、県財政の再建に全庁一丸となって

取り組んでまいりますので、御理解、御協力

をお願いいたします。

以上でございます。

○本田市町村総室長 市町村総室でございま

す。

市町村合併の推進状況につきまして御報告

をさせていただきます。市町村合併の推進に

ついての資料をお願いいたします。

この資料の文中、アンダーラインを引いて

おりますところが、昨年12月の本委員会で御

報告をさせていただきました以降の動きでご

ざいますので、その部分を中心に御説明をさ

せていただきたいと存じます。
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まず、１ページの下から第３段落目でござ

いますけれども、現在、熊本市と益城町、城

南町、植木町との間でそれぞれ法定協議会が

設置されておりますが、今月中にも、この各

市町村を合併推進構想の対象市町村として追

加することといたしております。これにより

まして、国及び県の各種支援の対象となると

いうことが明確化されるものでございます。

、 、次に ２ページから３ページにかけまして

現在の主な経緯や県の取り組みについて記載

をしております。３ページの中ほどをごらん

いただきたいと存じます。

本年１月９日に、第３回の合併市町村支

援・連絡会議を開催いたしております。これ

は、合併後の市町村の課題あるいは取り組み

等につきまして、それぞれ情報交換等を行い

まして、今後のまちづくりに生かしてもらお

うということで、毎年開催をいたしているも

のでございます。また、１月20日には、第８

回の熊本県市町村合併推進審議会を開催いた

しまして、合併推進構想への熊本市と近隣３

町の組み合わせの追加について御審議をいた

だきまして了承されております。

これを受けまして、今月中には、この熊本

県合併推進構想、第２次でございますけれど

も、これの改定を行う予定といたしておると

ころでございます。

同じく、３ページの中段以降、大きなⅡの

各地域での合併に向けた動きについてでござ

いますが、最近の主な動きについて御報告を

させていただきます。

まず、熊本市でございますが、昨年の10月

に、それぞれ益城町、城南町と、それから12

月に植木町と、それぞれ法定協議会が設置さ

れておりますが、これまで益城町と５回、そ

れから、城南町、植木町においては４回ずつ

法定協議会が開催されております。

次に、５ページをおあけいただきたいと思

いますが、城南町でございます。前回の委員

会におきまして、11月に町長のリコールの本

請求がなされ、これに対して町長が、リコー

ル決定の取り消しを求める訴えを熊本地裁に

提訴されたということを御報告させていただ

いたところでございますが、その後、上から

８行目のところでございますけれども、昨年

12月17日に、熊本地裁がこのリコール投票の

執行停止を決定いたしまして、現在投票は停

止されたままということになっております。

なお、この訴訟につきましては、現在まだ審

理中ということでございます。

続きまして、植木町でございますが、法定

協議会をこれまで４回開催しているというこ

とは先ほど述べたとおりでございますが、こ

の動きの中には記載をいたしておりません

が、町長選挙が２月17日に告示されましたけ

れども、現職の藤井町長が無投票で当選をさ

れておられるところでございます。

最後に、益城町でございますが、住民投票

について大きな動きがあります。資料の６ペ

ージの方をおあけいただきたいと存じます。

まず、昨年の12月15日に、町長が合併の賛

否につきまして、法定協議会終了後に実施を

いたします住民投票条例案を議会に提案さ

れ、賛成多数で可決されたところでございま

。 、 、す これに対しまして 合併反対派の方々が

有権者の50分の１以上の署名を集められ、公

布後60日以内ということで、早期に住民投票

を実施する条例制定の直接請求を、本年１月

に町長の方へ提出をされたところでございま

す。

この直接請求に基づきます条例案が１月26

日に議会の方に提案され、これもまた賛成多

数で可決をされたところでございます。この

ことによりまして、合併の賛否を問う住民投

票が２回実施されるという事態になったとこ

ろでございますが、まず第１回目の投票が４

月12日に実施されるということが決まってお

るところでございます。

なおまた、益城町の区長会の方から、県の

政令指定都市についての出前講座の申し込み
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がございまして、２月19日から３月９日にか

けまして、町内32カ所で県から出向きまして

説明をさせていただいており、合計で約1,00

0名の住民の方々に御参加をいただいておる

ところでございます。

その他の地域については、特段の動きは現

在のところまだあってはおりません。市町村

総室の方からの説明は以上でございます。

○小林男女共同参画・パートナーシップ推進

課長 男女共同参画・パートナーシップ推進

課でございます。

報告事項５番、熊本県配偶者等からの暴力

の防止及び被害者の保護に関する基本計画の

改定について御報告を申し上げます。

本日は、改定後の計画冊子もお配りしてお

りますが、ページ数が多うございますので、

あわせて配付いたしております２枚ものの概

要資料をもとに説明をさせていただきたいと

思います。

、 、まず １の計画改定の理由でございますが

本県では、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律、いわゆるＤＶ防止法

に基づきまして、平成17年12月に計画を策定

いたしておりますが、計画の期間が昨年12月

までとなっていることや、国の法律が改正さ

れ、昨年の１月から施行されていることを踏

まえまして、12月に計画の改定を行ったとこ

ろでございます。

また、改定に当たりましては、法改正の内

容や新たな課題等への対応を盛り込み、内容

の充実を図ったところでございます。

なお、法改正の内容につきましては、そち

らに書いてございますとおり、保護命令制度

の拡充が行われている点が第１点、第２点目

が市町村の役割が大幅に強化された点と、そ

のようになっております。

続きまして、２の計画改定の経緯でござい

ますが、県の男女共同参画審議会で３回にわ

たり御審議いただいたほか、ＤＶ対策に関係

する国、庁内関係課、民間団体等40以上もの

機関で構成いたしますＤＶ対策関係機関会議

での検討や庁内調整を経た上で、昨年11月か

らパブリックコメントを実施し、12月に計画

の改定を行ったところでございます。

続きまして、３の計画の構成の(1)計画の

、 、性格と役割ですが この計画につきましては

ＤＶ防止法に基づきまして策定が義務づけら

れております法定計画であり、本県における

ＤＶに関する施策を総合的に示すものとなっ

ております。

計画の期間といたしましては、(2)に書い

てございますとおり、本年１月から平成26年

３月までとなっております。

(3)の基本理念といたしましては、男女が

ともに人権を尊重され、配偶者等からの暴力

を容認しない社会の実現を目指すこととし、

そちらに書いてありますとおり、人権意識の

高揚から次代を担う子供の健全な育成を目指

した取り組みの５つを基本理念としておりま

す。

ページをめくっていただきまして、施策の

柱について御説明させていただきます。

なお、資料中、黒い星がついておりますの

が法改正に伴う施策でして、白い星が新たな

課題に対応するための施策となっておりま

す。

１番の暴力を容認しない意識づくりでは、

新たに学校独自のＤＶ未然防止教育の実施に

向けた支援などを盛り込んでおります。

２の発見・相談体制の強化では、女性相談

センターの機能強化を新たに盛り込んでおり

ます。

３の被害者の安全な保護体制の充実では、

保護命令制度が変わったことを受けまして、

そういったものへの活用の支援ですとか、学

校関係者への制度周知、被害者の親族等への

制度概要の教示や加害者に対する警告などを

盛り込んでおります。

４の自立支援に向けた環境整備に関しまし



- 36 -

ては、公営住宅の目的外使用による住宅の確

保や就業支援の強化、関係部署による支援手

続の一元化や情報管理の徹底などを盛り込ん

でおります。

５の関係機関との連携・協働のところで

は、市町村の体制整備に向けた支援や苦情処

理体制整備の働きかけなどを新たに盛り込ん

だところでございます。

最後に、本県におけるＤＶの状況について

でございますが、隣のページに移らさせてい

ただきます。

１番の主な相談窓口における相談件数につ

いては、年々増加傾向にございまして、昨年

は2,656件と、法律が施行された平成14年度

と比べまして1,000件以上増加したという勘

定になっております。

また、２の一時保護件数につきましては、

年々増加傾向にある中で、昨年度は39件と減

少いたしましたが、今年度に入ってからは、

12月の時点で46件となっており、既に昨年度

の実績を上回っているという状況にございま

す。

、 、また ３の保護命令の件数につきましては

一昨年は一時的に減少いたしましたが、昨年

１年間では62件の命令が出されておりまし

て、過去最高を記録するという状況になって

おります。

以上、よろしくお願いいたします。

○古里川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

対策課でございます。

報告の第６号でございます。

お手元に、資料１から３まで３つの資料を

配付しております。資料の１及び２により説

明させていただきます。

、 、本日は ダムによらない治水を検討する場

五木の基盤整備に関します国との協議、さら

に五木の新たな振興計画、３つについて概略

を報告させていただきます。

、 。まず 資料の１をお願いしたいと思います

まず、ダムによらない治水を検討する場に

ついてでございますが、これは国交大臣から

の提案を受ける形で開催されることになった

ものでございます。

(1)の経緯の目的にありますように、ダム

以外の治水対策の現実的な手法につきまし

て、極限まで検討し、地域の安全に責任を負

う者の間で認識を共有するためにとしており

ます。第１回会議は１月13日に開催されてお

りまして、中ほどの四角にその際の主な意見

を記載しているところでございます。

一番下になりますが、(3)今後の対応でご

ざいますが、ダムによらない治水対策につい

て、極限まで国及び市町村とともに全力で取

り組むこととしております。また、県といた

しましても、できるだけ早くダムによらない

治水対策が導き出せるよう、県としてのアイ

デアなどを積極的に提案していくこととして

おります。

なお、次回の開催でございますが、本日朝

の国交省との協議によりまして、ほぼ全員の

皆様の出席が見込めるということから、来週

の木曜日になりますが、３月26日に開催する

ということで決定され、本日公表されるとい

うことをお聞きしております。

それでは、裏面をお願いいたします。

次に、五木の基盤整備に関する国との協議

でございます。

(2)の協議の概要でございますが、国は、

知事の表明を受けまして、ダム事業が中止に

なった場合は、基盤整備をダム事業により実

施することは困難である、県との協議は必要

として基盤整備を一たん中断されました。

県といたしましては、基盤整備は移転前に

整備しておくべきものであり、既に移転先に

おいて新しい生活がスタートしていること、

さらに、国がダム事業についての結論を出し

ていない状況などを踏まえ、国において整備

を行うべきであると要請をしたところでござ

います。
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２月の協議におきまして、生活に支障があ

る事業、四角に記載しておるところの上段の

部分でございますが、頭地大橋を含みます県

道などについて、国は先行して実施するとさ

れたところでございます。県といたしまして

は、(3)のところでございますが、引き続き

国に対して、残された事業についても実施し

ていただくよう要請していくこととしており

ます。

、 。次に 五木の新たな振興計画でございます

下の３の部分をごらんいただきたいと思い

ます。

五木の新たな振興計画につきましては、村

民の意見を踏まえながら、県と村で協議を重

ねまして、今回計画素案をまとめたものでご

ざいます。

今後は、さらに村との協議を行い、本年秋

までには計画を策定することとしておりま

す。

お手元の資料の２をごらんいただきたいと

思います。

素案の内容を簡単に御説明させていただき

ます。まず、１ページをお願いしたいと思い

ます。

まず１．五木の現状と課題でございます。

五木にとってすぐれている点としまして、

、 、五木の子守唄などにより全国に知られ また

豊かな自然はどこにでも誇れるものでござい

ます。ただ、他の過疎地域と同様に、また、

それ以上に人口減少と少子高齢化が進んでお

ります。農水産業も厳しく、最後のポツのと

ころになりますが、村民が安心して住み続け

るための環境整備が求められていると考えて

おります。

これらを受けまして、２の具体的な取り組

み、基本方針のところでございますが、恵ま

れた自然を生かし、元気で生き生きと働き、

共に触れ合い、支え合いながら、安心して住

み続けることができる『ふるさと五木村づく

り 、これを掲げております。』

そのための施策の方向性としまして、本計

画では３つの柱により取り組んでまいりま

す。(1)でございますが、雇用の拡大などを

目指す「働く場づくり 、(2)としまして、安」

心して住み続けられる村づくりを目指します

「暮らしづくり 、(3)としまして、村の振興」

を支える人材育成を目指します「ひとづく

り 、この３本柱でございます。」

２ページをお願いいたします。

まず(1)の働く場づくりでございます。

、 、全国ブランドとしての五木村 豊かな自然

これらを生かして観光と農林水産業を連携さ

せながら、村民の雇用拡大と所得の向上を目

指す働く場づくりに取り組んでまいります。

主な取り組みとしましては、①のふれあい

づくり、②の自然の恵みづくりとしておりま

す。①のふれあいづくりでは、例えば村の観

光資源を生かしました観光ルートの開発、新

たな特産品の開発、また観光を拠点としてお

ります道の駅の機能強化等にも取り組むこと

としております。

３ページをお願いいたします。

２つ目の柱となります暮らしづくりでござ

います。

村民の皆さんが便利で安全に暮らせるとと

もに、村外からの定住を促進するための生活

環境の整備や高齢者のための福祉の充実、集

落機能の維持などの取り組みを行ってまいり

ます。ここでは①の住まいづくり、②の元気

づくり、③の支え合いづくりなどの３つに区

分しているところでございます。

４ページをお願いいたします。

村民を対象としました研修や派遣研修等を

実施し、また、人材を広く村外にも求めるな

ど、村づくりを担うひとづくりを進めること

としております。

次に、３の計画期間でございます。

平成21年度から30年までの10年間としてお

ります。

以下、４ページ、６ページについては、イ
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メージ図、今後のスケジュール等を、さらに

はお手元の資料３には計画の素案を配付して

おりますが、後ほどごらんいただきたいと思

います。

以上、３点について簡単に御報告いたしま

した。

○園田国際課長 国際課でございます。

くまもと国際化総合指針(案)につきまして

御報告させていただきます。

お手元に、分厚い資料、51ページにわたる

指針(案)と概要版を配付しております。説明

の方は、Ａ４とＡ３の２枚の報告資料、くま

もと国際化総合指針(案)についての概要版に

より説明させていただきます。

まず、指針策定の目的と策定の背景でござ

いますが、国際化の指針は、これまで1990年

と1997年の２回策定しておりまして、前回の

指針策定から12年が経過しております。その

間、世界の情勢も大きく変化しております。

特に東アジアとの交流が大幅に拡大してきて

おりますし、県内の在住外国人も、この10年

間に約1.7倍と大幅に増加しております。

そのような状況を踏まえまして、今後の国

際化の目標や施策の方向性を明確にするため

に、今回、くまもと国際化総合指針を策定す

ることにしました。

今回の指針案の概要につきましては、２枚

目のＡ３の資料で説明させていただきたいと

思います。

、 。まず 上の方に基本理念を書いております

基本理念を、世界の活力を熊本へ・熊本の活

力を世界へとしております。それから、左の

。 、方に基本目標を書いております 基本目標は

交流と共生による「夢と希望あるくまもと」

ということにしております。

そして、施策の方向性の２本柱として、熊

本の強みを生かした国際交流・国際貢献、そ

れから多文化共生の地域づくりを上げており

ます。

熊本の強みを生かした国際交流・国際貢献

では、１の東アジアの活力を生かすというこ

とで、トップセールスによる販路拡大などを

上げております。また、２の世界とのつなが

りを生かすということで、米国モンタナ州や

在外県人会との交流の促進、３の熊本独自の

国際貢献ということで、留学生の受け入れ促

進などを上げております。

それから、多文化共生の地域づくりにおき

ましては、１のコミュニケーション支援とい

うことで、案内標記等の外国語表記の充実、

２の生活支援ということで、外国人児童生徒

の日本語習得、３の多文化共生の理解促進と

いうことで、地域社会に対する意識啓発など

を上げております。

資料の一番下には、施策実行のための体制

ということで、国や市町村、ＮＧＯとの連携

を上げております。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○髙田交通対策総室長 交通対策総室でござ

います。

天草エアライン株式会社のあり方につきま

して報告申し上げます。

お手元の資料、天草エアライン株式会社の

あり方検討報告の報告書及びその概要版がご

ざいますが、概要版にて説明させていただき

ます。１ページをお願いいたします。

天草エアラインは、年間８万人、延べ70万

人に利用されていますが、天草地域及び熊本

県にもたらした効果としまして、天草と熊本

や福岡への移動に大幅な時間短縮による天草

地域住民への便益効果や、県内の消費額、生

産誘発額としての経済効果や雇用創出効果が

、 、 、上げられるとともに 企業誘致 観光客誘客

医療体制確保などの地域住民を支えるライフ

ラインとしての効果が上げられます。

天草地域の交通インフラの現状、見通しを

踏まえると、今後とも運航継続が必要である
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と考えておりますが、旅客収入はここ数年で

横ばいとなる一方、燃料費の燃料価格高騰に

よる増加や機体の経年化に伴う整備費の増加

が大きく、人件費や空港カウンター業務委託

などの地上委託費などの費用削減に努めて

、 。も 収益性の確保が困難な状況でございます

２ページ目をお願いいたします。

収益性の確保が困難である中、今後機材の

経年劣化による整備費の増加が予想されると

ともに、おおむね５年後には機材更新の目安

となる経済的耐用年数を迎えます。

こうした課題を踏まえまして、経営を大き

く左右する路線、運航主体、機材について検

討を行いました。

まず、路線につきましては、天草福岡線

を基幹路線とし、現行の運航体制や天草福

岡線に特化した場合などでの数年の旅客収支

のシミュレーションを行いましたところ、現

行の路線での運航体制が最善であるというふ

うに考えております。

次に、運航主体につきましては、現在小型

機１機体制による運航の中で、将来的な安定

運航のための増収、運航コースの抑制のため

には、ほかのコミューター航空会社などとの

共同運航、機材共通運用などの提携が考えら

れますが、航空業界における羽田空港の再拡

張などの路線に見られる路線再編や機材更新

などの動きが今後具体化し、不確定要素があ

ることなどから、即時に具体的な調整などに

入ることは難しい状況でございます。

現時点におきましては、単独運航を維持し

ながら、ほかの会社との提携などを探ること

が適当と考えております。

さらに、機材につきましては、天草空港で

運用が可能であり、かつ現有機35人乗りの輸

送機並みの輸送力を確保するという条件を満

たすものといたしまして、現在使用中の航空

機の中古機または50人乗りの新機種の新造機

に限定されます。調達費用、訓練費用などの

観点から精査をし、２～３年を目途に、機材

更新についての検討が必要であると考えてお

ります。

なお、機材を２機保有するということにつ

きましては、現時点では費用増に見合う収入

が見込める路線を想定できず、さらに収支が

悪化することを予想しております。

３ページ目をお願いいたします。

以上のことから、現有機の更新の目安とな

るおおむね５年間は、天草エアラインの単独

運航により現有機を継続使用し、現行路線を

もとに安全運航を維持し、その間、ほかの航

空会社との提携などに向けた協議、調整を行

いたいと考えております。

その間、安全・安定運航の継続のために、

地元市町とともに行う行政支援スキームとし

て、国やほかの県における例を参考にして、

機材維持費の補助拡充、運航費補助(欠損補

てん)一定の利用率目標を設定し、下回った

場合に、割合に応じて支援する搭乗率保証に

ついて検討を行いました。

検討の結果、安全かつ安定した運航の継続

のためには、収入ではなく、機材整備費に対

する支援を行政が行うことで、会社として運

航と営業という運営責任範囲を明確にし、会

社が増収対策に集中する体制を構築すること

が妥当と考え、現在の機体を分解して部品の

一つ一つまで点検する重整備などに加えまし

て、国の支援に向けた整備規定及びその規定

に従って年度ごとに作成する整備計画に基づ

く機材整備などに支援の対象を拡充したいと

考えております。

こうした支援を行うことによる向こう５年

間の防災ヘリ収入なども含めました総収入及

び総費用のシミュレーションは、お手元の表

のとおりとなっておるところでございます。

また、この間、突発的な不具合や運転資金

の確保が必要になった場合には、天草市にお

いて貸付制度を創設することで対応すること

としております。

今後は、提携に係る調整結果などを踏まえ
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て、県及び地元市町で必要な支援を行ってま

いりたいと考えております。

４ページ目には、先ほど説明申し上げまし

た現行、及び今後の機材整備に係る支援、及

び天草市で創設する運転資金需要などに対す

る貸付制度の内容をまとめておるところでご

ざいます。

以上であります。よろしくお願いいたしま

す。

○井手順雄委員長 以上で執行部の報告が終

了しましたので、報告事項について質疑を受

けたいと思います。質疑はありませんか。

○竹口博己委員 人事課長、不適正経理でお

尋ねをいたします。

先ほどの報告を聞いていまして、非常に関

心があるのは、件数とか金額では出ています

けれども、これに直接かかわった人数で、掌

握は不可能ですか、されておられますか。直

接かかわった人数。

○田崎人事課長 人数につきましては、処分

との関係がございますので、今把握途中でご

ざいますけれども、数百人の――500人程度

になるかもしれませんけれども、今把握中と

いうことでございます。

○竹口博己委員 数百人、それは直接かかわ

った人数ですね。

○田崎人事課長 かかわったといいますか、

いわゆる預けと言われるものあるいは差しか

えと言われるものに、立会人、検査員、それ

と服務監督者も入れております。係長とか部

長とか、そういうことでございます。

○竹口博己委員 その中に課長以上が入って

いますか。

○田崎人事課長 現状で、服務監督者として

は当然入ってまいると思いますけれども、担

当者として、例えばそういう不適正な経理を

担当としてやったというようなのは今のとこ

ろ聞いておりません。

○竹口博己委員 その部分で聞き方も難しい

んですけれども、つまり課長以上の幹部が公

認をして、直接かかわったのはその部下だっ

たとか、そういうケースもあっていますか。

○田崎人事課長 いわゆる個々それぞれ一人

一人から、そういう不適正な経理にかかわっ

た担当職員から事情を聞いておりますけれど

も、個々それぞれ違うと思いますけれども、

通常は課長のところまでそういう決裁といい

、 、ますか 決裁権は所属長が持っておりますが

大体事務補佐とかに委任をしているケースが

多いようでございまして、今言われましたよ

うな、例えば課長がこういう指示をして何か

を買わせたと、そういうケースではなくて、

やはり業務を進める中で、例えば所属職員の

中で事業をやっている職員が、ちょっとこう

いう物品が必要だというようなことを経理担

当の職員に言って、経理担当の職員が、備品

購入費はないけれども、じゃあ一般需用費の

中で急々にそれが必要であれば買いましょう

という、そういうケースが多いと思っており

ます。

○竹口博己委員 先ほどのこの再発防止策の

中にも書いてありますけれども、不適正な経

理が行われた所属に複数回答を求めてみた

ら、この件の背景と主な要因で、例えば差し

かえでは、職員の公金意識の希薄さというの

が一番目に出てきているんですよ。書いてあ

るんですよ。ところが、同じ不正でも、預け

金の部類では、この公金意識の希薄さという

のは３番目になっとるんですよね。

私は、それを見て何を言いたいかといいま
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すと、預け金のところでは、一番上の方には

予算の使い切りとか検査の不徹底というのが

ある。つまり、これが示すとおり、組織ぐる

みで行われてきた。つまり、県庁の中に長い

歴史を経ながら芽生え定着した一つの文化、

県庁文化ではないかというとらえ方を私はし

ているし、それを厳しく指摘する人もいます

ね。つまり、使い切りとか差しかえ、預け金

とか、こういうのができなければ能力が逆に

問われてしまうからとか、そういうものが蔓

延していると、空気が、伝統的に。というこ

とですので、たまたま公金意識の薄い職員が

おってやっちゃったという事件じゃないだろ

うと。

そこで、総務部長にお尋ねします。総務部

長、よろしいでしょうか。

これは、昨年の７月、蒲島知事が裏金はな

いというふうに明言をされて、11月ですか、

。 、たまたま１件発覚したのは たまたまですね

これは。１件発覚したことを受けて再調査に

入ったということですね。そうですね。

たまたま11月にこの１件が発覚していなか

ったら、今ごろ熊本県はどういう状態にある

んですか。他県に比べれば、すばらしいじゃ

ないかという、いい県じゃないかと、裏金は

ないと、そうなっとるんでしょうか。感想、

見解をまずお聞きします。

○角田総務部長 今、竹口委員がおっしゃい

、 、 、ましたように ７月に 一応私たちの方では

裏金、まあいわゆるどこか現金なり何なりを

机とかそちらにないかとか、それとかまた、

今回調査しました預けがないかというような

ことを中心に各所属に調査を行ったところ

で、各所属からは、それにつきましてはなか

ったというようなことで、それを私たちは信

じて発表したところでございます。

それで、今回出てきましたのは、会計検査

の絡みで、自然保護課の方でこういうのがあ

るんじゃないかというような指摘がありまし

て、それにつきまして調査した結果、確実に

にそういうのがあるということで全庁調査に

踏み切ったというような状況でございます。

一応、そういうような流れでございます。

○竹口博己委員 今、総務部長がおっしゃっ

、 、 。たのは 真実といいますか 真意でしょうね

素直に思いを表現しておられるなと思って聞

いておるんですけれども、ただ、あれは再調

査せざるを得なかったんでしょう、指摘を受

けて。１件発覚したことを受けて、再調査せ

ざるを得なかった。組織ぐるみですから、そ

ういうのがあっていることは御存じだったん

じゃないんですか、知っている人は。知って

いる幹部の方は御存じだったんでしょう。だ

けど、７月、知事の明言があったから、これ

で一山越したなぐらい思っていたら、１件出

たから再調査になって出さざるを得なかっ

た、それが今回１億円を超すような額となっ

て出てしまったという、それが実態じゃない

かなというように見ています。

、 、 、いずれにしても 知事は 機会あるごとに

自発的に申告したということをおっしゃいま

す。自発的だったら、７月の時点で何件か出

とっただろうになと。再調査をやって、さあ

大変だというので、ばたばたして全組織を再

調査したら出てきたんでしょう。だから、本

当に公金意識旺盛で自発的に出てきたのかと

いう、県民はそこらは感じていますよ。

ですから、最後に１つだけ総務部長にお聞

きします。これは答えは難しいですよ。総務

部長の立場では答えは難しいですけれども、

最近、県民の中から、知事が、この関係した

職員、個人流用した職員なんかに対しても、

全体的にこの件に向かう知事の姿勢が甘いと

いう批判があちこちで聞かれるようになりま

した。自発的に申告したから温情をかぶせて

守ってやるみたいな。本当にそうなのかと思

っている県民は、ふざけるなと、私たちの税

金をいい加減に使っといて、それに温情をか



- 42 -

ぶせる知事とはけしからぬという声もあちこ

ちで聞かれるようになりました。メディアに

も登場する日もあります。知事はこの件に関

して甘いという県民の声に対して、総務部長

はどのような見解をお持ちか、それが１つ。

それから、ついでにもういっちょ。

このような事態になっても、不適正経理と

いう表現を県庁はし続けられるかどうか、こ

の２つお願いします。

○角田総務部長 まず、不適正経理とこのま

ま続けるかということでございますけれど

も、私たち、今までに調査してきました経緯

を見てみますと、不適正な経理だということ

で、今後も使っていきたいというふうに思っ

ております。

それと、知事の、何か甘いんじゃないかと

か、そういうようなお言葉でございます。

ただ、今回は、できるだけ素直といいます

か、そういう不正がもしあれば出してもらい

たいというようなことで、知事の方から呼び

かけもございました。ぜひ、そういうことは

二度と起きないようにしたいんだから、あら

ゆる今回は何でも出しなさいというようなこ

とで知事からの呼びかけがあっております

し、また、各納入業者の方に対しましても、

今回だけはいろんな処分とかそういうのはし

ないから、本当に正直に出してほしいと。何

せ今後、こういう全体の全容を明確にしたい

というような知事の意識もございました。

そういうことでありまして、処分につきま

しては、うちの方も懲戒処分の指針というの

がございます。その中では、総合的にその量

定につきましては考えていくようになってい

ますし、当然、その中でも、一定の標準量定

から、自主申告をした場合とか、そういうお

のずと自分がした場合は、その分は考慮する

というふうなことでございますので、知事の

お言葉とそれとを比較しながら、今後量定に

努めていきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

○小杉直委員 人事課長、２ページで、主な

再発防止策、予算執行システムの内容で、流

用手続の弾力化てあるですたいね。これはど

ういうふうな意味ですかな。

○田崎人事課長 本編のちょっと厚い方の18

ページの方には詳しく掲げさせていただいて

おりますけれども、流用手続の弾力化といい

ますのは、財政課の方が所管課になりますけ

れども、現在も予算の流用手続というのがご

ざいます。一般需用費から、例えば備品購入

費、足りない場合にはそちらに振り分けると

いうような、そういう流用手続がございます

けれども、これまで職員の方が、そういう手

続は財政課の合い議が要ったり、例えば出納

局の合い議が要ったりというような、そうい

った誤解があったりしている部分がございま

して、そのあたりについて、今回の件を受け

まして、弾力化をして現場の実態に合わせた

ような形に改善をしていこうということでご

ざいます。

○小杉直委員 今回の不適正な経理の問題の

一つで、やっぱり財政課あるいは会計当局に

変更の手続をするのに相当時間がかかるとい

うようなことも要因の一つと聞いております

ので、今おっしゃった流用手続の弾力化は、

これまで以上にスピード性を持った形で進め

ていただくようにお願いしときます。

以上です。

○渡辺利男委員 総務部長にお尋ねしますけ

れども、今回の調査は平成15年度から20年度

、 、ということで 以前もあったのではないかと

調査すべきでないかということに対しては、

もう証拠書類もないからということで調査し

ないということですけれども、こういった差
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しかえとか預け金という形での不適正経理は

当然あったろうなということは容易に推測で

きるわけですけれども、その点については総

務部長はどう認識されていますか。

○角田総務部長 私が言えることは、やはり

15年度から調査してまいりました。先ほど渡

辺委員言われたように、そこまでしかさかの

ぼって書類等がございませんので、そういう

ようなところできちっと調査をしたい。

それと、必ず証拠が何か出てきて――これ

は処分の方にも必ずつながっていきますし、

返還金の話にもつながっていきますので、必

ずそういうふうに裏がとれない限りは、それ

ぞれ後の処理、そういうのもできませんもの

ですから、私たちとしては、もう15年度まで

ということで調査は考えております。

○渡辺利男委員 じゃあ、15年度以前はなか

ったと思われているんですか。多分あったろ

うなと認識されているのか、そこのところを

まずちょっとはっきり聞かせてください。

○角田総務部長 個人的な話としまして、ど

うのこうのということはこの場でちょっと私

の方は言えませんので、それにつきましては

ちょっと回答は控えさせていただきたいと思

います。

○渡辺利男委員 15年度から始まったとはと

ても思えないし、そういうところはもう現実

的にはっきり認められたがいいんではないか

と私は思います。

それで、私が問題にしたいのは、15年度以

前もそういった差しかえとか預け金といった

手法での不適正経理は、多分長年にわたり、

同額またはそれ以上のことがあっていたろう

なというふうに私は推測をしておりますけれ

ども、しかし、公的なものに使われていたと

いう部分については、私はそんなにもうさか

のぼってまでする必要はないと思いますが、

問題にしたいのは、不適正経理ではなくて、

不正経理があったのではないかということに

ついては、やっぱり調査すべきではないかと

いうふうに思っています。どうしてもそうい

う疑問が払拭できないでおります。

そういう部分も含めて何もしないというこ

とは、結局、もう臭い物にはふたをしておこ

うということになりはしないかと思います。

、 、現実に もうこれは20年以上前ですけれども

教育委員会あたりで裏金づくりが発覚したこ

とがありますよね。裏金をつくっておいて、

政党からのパーティー券を購入したりとか、

そういうこともありました。10数年前には、

東京事務所での官官接待に、食糧費がもうじ

ゃぶじゃぶ使われておったというふうなこと

も明らかになりました。

私は、もうああいうことが明るみに出たか

ら、その後は全くなくなっているだろうとい

うふうに思っておりましたけれども、今回の

、 、この事件 先ほど竹口委員も言われたように

夏の時点で知事が調査したときにはないと言

いながら、会計検査院の指摘をもとに再調査

したら、実はこんなにあったというようなこ

とを見ると、みんな都合の悪い部分は口をつ

ぐんで言わない。公になっても、こういった

公的な部分に使っている不適正な部分はオー

プンにしても、みんなで出せば怖くないで出

てきたのではないかと。

だから、心配なのは、私的流用とかあるい

は組織的な裏金とか、そういった不正な経理

の部分、この部分が全くなかったということ

を何らかの形で証明しなければ、やっぱりこ

れはいつまでたってもこの疑問は消えないと

思うんですよ。後年、そういうことがやっぱ

りあったということが明らかになれば、私ど

もは、何かと、あのころの県議会は何をしと

ったのかと私どもも言われますから、改めて

やっぱりそういう部分について、本当になか

ったんだということは何らかの形で調査をし
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て証明をすべきではないかなと思いますが、

いかがでしょうか。

○角田総務部長 私たちも、期間の話はまた

別にしまして、そういうものがないか、あら

ゆる全容を解明したいというようなことで、

今できる検査のやり方として私たちがとった

手法としましては、まず職員全員にヒアリン

グをするということでしました。それと、今

台帳にないような物品、そういうものがその

辺にないか、そういうことを押さえておりま

す。それとまた、逆にこちらだけで出てきて

も相手方と突き合せないとその確たる証拠と

いうのが出てきませんので、業者の方々にも

御協力を願うのと、それと、行って実地調査

をしまして、できるだけの突き合わせはやっ

てきたところです。

そういうことで、今のところ、おかしいよ

うなものが出てきた場合には、今の調査の中

ではすべて出てきていると私たちは考えてお

りますので、それを一般的な差しかえとまた

業務上ちょっとおかしいんではないかという

ようなのをより分けまして、今回調査した結

果をこういうふうな形で発表させていただい

たということでございます。

○渡辺利男委員 じゃあ、今までの調査でも

って、私的流用とか不正な経理のあり方につ

いては全くないというふうに断言されるわけ

ですか。

○角田総務部長 私たちの調査のやり方で

は、これ以上のことは出てこなかったので、

私はないと思っております。

ただ、まだこれはちょっとはっきりわかり

ませんが、捜査といいますか、司法とか、い

ろんなことの流れの中で、そういうのが出て

きて、あったということであれば、それはち

ょっと私たちも手の届かないところからのあ

れでございますので、そのときはまた調査を

きちっとやっていかなければならないという

ことは十分に思っております。

○髙野洋介委員 物品調達等に関するこの資

料の中のことで質問をしたいんですけれど

も、10ページの業務との関連上、公費で購入

することが不適切な物品の一覧がたくさんそ

れぞれ載っておりますけれども、下の11ペー

ジの中に書いてあったように、Ｉpodだとか

ＭＤプレイヤーだとか、そういうのを理由と

して書いてあるんですけれども、きょうの熊

日新聞に、地球儀はイラク戦争を勉強するた

めだったとか、そういうことが報道されてお

りますけれども、その事実は新聞どおりのこ

とを信用していいのか、まず総務部長にお尋

ねいたします。

○井手順雄委員長 人事課長の方が詳細はわ

、 。かると思いますので 人事課長お願いします

○田崎人事課長 10ページから11ページにか

けまして、業務との関連上、公費で購入する

ことが不適切な物品を48品目掲げてございま

す。

ここの11ページにありますように、Ｉpod

とかＭＤコンポとか、そういうことについて

は、新聞報道でありましたのは、各職員一人

一人から事情を聞いております。そういった

中で、本人がそういうふうに申し立てたこと

を、そういう前提条件つきで記者会見のとき

に申し上げたということです。

地球儀につきましても、いわゆる買った職

員は、いろんな国の名前がニュース等で出て

くるときに、みんなが確認できるようなこと

で置いておったと。特に当時はイラク戦争が

あっていたのでというふうな話はあっており

ました。ですから、そういうことを記者会見

の中で申し上げたのが記事になったというこ

とでございます。
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○髙野洋介委員 普通に聞いて、多分だれも

納得しないと思うんですよね。わざわざヒア

リングをして――ヒアリングをしたのももち

ろん行政の方々なんでしょうけれども、それ

を理由に受けとめる側にも、私は非常に問題

があるんじゃなかろうかなと思っているんで

すよ。プラス、この一番下に書いてあるよう

に、バットだとか地球儀だとかは自宅等で保

管されたこともあったというようなものがわ

かっているのは、私、私的流用として考えざ

るを得ないようなことじゃないかなというふ

うに思っております。

ですから、非常にこのヒアリング自体が生

ぬるいんじゃないかなというような認識も受

けざるを得ないというようなところもあるん

ですけれども、それに対して皆さんが納得さ

れているのか、ちょっとお尋ねしたいんです

が。

○田崎人事課長 先ほど申し上げましたよう

、 、に 本人がそう言っているということだけで

我々が納得しているということではありませ

。 、 、ん そういう意味で ここにありますように

業務との関連上、公費で購入することが不適

切な物品ということで一覧表で整理させてい

ただいておりますし、９ページの一番下段の

ところに枠囲みをさせていただいておりま

す。

こういうものについては職員に全額返させ

、 、ますし ちょうど下から３行目になりますが

「業務とは無関係の物品又は業務利用が認め

られなかった物品に関わった職員について

は、個々の状況を確認したうえで、厳正な処

分を行う 」ですから、先ほどのものについ。

ても、この範疇の中で厳正に処分していくと

いうふうに思っております。

○髙野洋介委員 では、もう泣く泣く私も納

得しようとは思いますけれども、まだ納得で

、 、きない部分があるんですけれども その次に

12ページの公費で購入可能ではあるが、利用

状況が不適切な物品ということは、これはな

。 、い部分もあるわけですよね 今存在しないと

振興局に――これは全部球磨振興局なんです

けれども、球磨の方に、これは普通に見てお

かしいなと思うのが、平成15年にこのビジネ

スバッグがずらっと並んで、そしてまたデジ

カメがずらっと並んで、この購入の仕方自体

も、普通に県民の方が考えた場合に、これは

どぎゃんふうな買い方ばしとっとかいという

、 、ような指摘も これは全部同じ金額ですから

多分同じものなんでしょうけれども、こうい

うのがまた出てきた時点で、また行政側が、

これに対してどういうふうに感想としてお持

ちなんですか。

○田崎人事課長 12ページの別表２で掲げて

おりますのにつきましても、整理しておりま

すように、保管・利用状況が不適切な物品と

いうふうに整理をしています。

こういう形で同じようなものがずらずらっ

と買われていた経緯についても聞いておりま

して、当時の庶務担当をやっていた者が、そ

の係、課になりますけれども、農地整備課の

職員一人一人に、ある意味割り当てるような

形で買って配ったというふうに聞いておりま

す。

ビジネスバッグについては、用地交渉のと

きの書類等で使う、あるいはデジカメについ

ては、現場にそれぞれの職員が行ったときに

使ってもらえるだろうというようなことで買

ったというふうに申しております。

しかし、いずれにしても、我々として、先

ほども申し上げましたように、それが業務に

使われていたかどうか、そこは本人の申し立

てだけでなく、そういう所属のほかの人の意

見、そういうのも踏まえながら今調査をしっ

かりしているというところでございます。

○髙野洋介委員 調査をしているということ
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は、きょうは最終報告じゃないんですか。

○田崎人事課長 ここに29ページ、済みませ

ん、あちこち行って申しわけございません。

28ページから29ページに、職員の処分等につ

いてということが書かれてございます。この

中の29ページの一番頭(ア)でございます。先

ほど委員の方から御指摘がありました９ペー

ジから12ページにかけてのことがここでござ

いますけれども「公費で購入することが不適

切な物品又は保管・利用状況が不適切な物品

に関わった職員の責任について」は、外部委

員会の中で、そこに掲げてあるような提言を

いただいたと。特に下の最後の２行でござい

ます 「業務とは無関係の物品又は業務利用。

が認められなかった物品に関わった職員につ

いては、個々の状況を確認したうえで、厳正

な処分を行う 」そういう、行えという提言。

をもらって、ここの全体説明の中で申し上げ

ましたけれども、人事課としまして、今後、

この方針を受けて、一人一人今調査をしてい

るものについて、３月中に処分を行うという

ふうにしているところでございます。

○髙野洋介委員 質問と答えがちょっと違っ

たような気がしますけれども、調査自体はも

うこれで終了という形でとらえてもいいと思

うんですけれども、ただ、12ページに書いて

ある「自宅で保管していたものや」というこ

とになっておりますけれども、それは保管じ

ゃなくて、持って帰っとるイコール保管じゃ

ないと思うんですね。だから、この書き方自

体も、考え方がおかしいんじゃないかなと思

うんですけれども、例えば振興局で使うもの

を自宅に持って帰ってそのまま振興局に持っ

てこぬだったなら、これは私的流用としか考

えられないのが私は普通の常識だと思うんで

すよ。

だから、何年か前に買ったやつが自宅にあ

って、忘れとったという言いわけも私はきか

ないというようなところもあるんですけれど

も、先ほどの質問と答えがあんまりかみ合っ

ていない部分もあったと思いますけれども、

今後、まあ熊日さんには幕引きかというよう

な見出しもあったんですけれども、これから

また調査なんかはされる気はないという話な

んですけれども、私的流用にかかわってきた

りする調査はされるんですよね。

○田崎人事課長 今回の件については、外部

委員会で報告をいただいて、これで調査報告

としての――外部委員会から主導で行われた

この調査というのは、今回、これで最終報告

という形でいただいております。

先ほどからお話があっておりますこの10ペ

ージから12ページにかけての物品にかかわっ

ておった職員についてどういう処分をしてい

、 、くのかということ あるいはそのほかの預け

差しかえでそういうことにかかわっていた職

員に対する処分は３月中にやるというふうな

ことでございます。今回の12月から調査をし

たものについては、その処分として、最後の

返還額をできるだけ早く返還させるというこ

とで、一応といいますか、終わりということ

で考えております。

○髙野洋介委員 先ほどから、返却だとかお

金を払うとかいう話になっておりますけれど

も、金を払えばいいというふうな問題では私

はないというふうに認識しておりますし、や

っぱり今から必要なのは、これを踏まえて今

後県としてどうするのかというのが大きな課

題なんでしょうが、先ほど最初に言ったよう

に、理由の中でイラク戦争がどうじゃとか、

そういうのを認めるような外部の調査の仕方

もどうなのかわかりませんけれども、皆さん

が納得するような、そういう回答をもらえる

ような、そういうお互いの調査の仕組みをつ

くっていきながら、今後、来年度、再来年度

に向けてのシステムづくりもそうなんでしょ
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うけれども、ただ、知事が減給になりますよ

ね。恐らく知事は、自分の責任を感じて減給

になると思うんですけれども、知事の任期中

の調査自体はたった１年なんですよ、６年間

の中で。ですから、前の知事とか、前の副知

事とか、そういったふうに監督責任なんかは

今後調査をされないんでしょうけれども、や

っぱりそういったところまで皆さん方が意識

を変えながらやっていって、この間の委員会

でも言いましたように、自分たちがしやすい

ような制度だけじゃなくて、やっぱり県民の

方々が納得するような、そういうシステムに

しなければいけないというふうに思っており

ますし、もちろん皆さん方が思っていらっし

ゃる気持ちもわかっております。国との関係

の補助金等のシステムなんかもあるんでしょ

うけれども、やっぱりそこはそことして別に

考えて、納得するような結論を出して、そし

て執行していただきたいというふうに思って

おります。

以上でございます。

○西聖一委員 私は、いつも今回の事例につ

いてはシステムがおかしいという言い方をし

ておりますけれども、今回の対策を見ても、

例えば予算執行システムについて、各部筆頭

課に予備費的なものも配置することも可能と

いうことにしていますけれども、現場におい

ては、やっぱり緊急的に突発的な事項に対応

するための流用とかいろいろあっている例が

多いわけですよね。予算の査定の時期におい

ては、そういう突発的なことは査定の範疇に

入っていないから、そもそも予算がついてい

ないというのが現状にあると思うんですよ。

今後認めていただけるなら、それはそれでい

いでしょうけれども、具体的に何か今お考え

ならお聞きしたいなと思っていますけれど

も。

○田嶋財政課長 予算執行システムの問題に

つきましては、まず、先ほどの背景にも書い

てありましたけれども、職員の使い切りシス

テムですか、その問題もございます。現行で

もやっておりますけれども、それに対する徹

底が不十分ということで、それについては現

行制度の拡充等も含めて検討してまいりたい

というふうに思っています。

それと、備品の予算の問題、それと流用の

問題があるかと思います。当然に、当初予算

の中で、公的必要性について判断してまいり

ます。ただ、それがすべて備品の２万円以上

のものについてそれぞれ査定できるかという

のは限界がございますので、それについては

ある程度枠的なものを用意して、その中で臨

機応変にするとか、それとか、さらに突発的

な要因になったものにつきましては、現段階

でも財政課の合い議をしなくてもいいのです

けれども、そのあたりについては各所属長が

判断できるようにするとか、そういうことも

含めて検討してまいりたいと。

それと、それを制度として改善するととも

に、各職員がすべてそれを知らなければ結局

使えない制度になりますので、そのあたりの

徹底もあわせて行っていきたいというふうに

思っています。

○西聖一委員 その点は了解いたしました。

それと、使い切りの件ですけれども、こと

しも恐らく出てくるんじゃないかと思います

けれども、国庫事業事務費というのは基本的

に使い切れという、私も前職員でしたから経

験がありますけれども、そういうのを認めな

いんですね、基本的に。そこが問題だと思っ

ているんですよ。ことしも、恐らく国庫事業

については、もう全部使い切れ使い切れと、

県事業費は後回しということが恐らく現場サ

イドであるんじゃないかなと思うんですよ

ね。だから、この部分、その他にありますけ

、 、れども 国に対してしっかりしていかないと

この制度はなかなか直っていかないんじゃな
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いかと思いますけれども、その点の見解につ

いて意見があれば。

○田嶋財政課長 財政課ですべてできるわけ

ではございませんけれども、ここにも書いて

ありますとおり、これは制度の問題もござい

ますので、関係部局と調整しまして、国に対

してきちんと働きかけてまいりたいというふ

うに思っております。

○西聖一委員 次は、処分に対する職員の返

還の件ですけれども、３ページの方に、例じ

ゃなくて具体的に挙げていますが、全職員で

負担していくということで、部長級から主事

級まで全職員に対してやられるのは、これは

強制なんですか、それとも任意なんでしょう

か。

○田崎人事課長 ここに掲げておりますの

は、返還額について、それぞれの責任に応じ

た負担額として、こういう額が妥当ではない

かということでいただいたものでございま

す。

おっしゃるように、強制はなかなか難しい

部分もあると思いますけれども、現在の職員

については、私たちとしては、そこはすべて

出してもらえるように、各所属を通じて強く

働きかけていきたいと思っております。

○西聖一委員 やっぱり強制は伴うと思うん

ですね。各課で回覧して、はい、あなたは幾

らあなたは幾らとなると思うんですけれど

も、例えば主事級でわずか1,000円かもしれ

ませんけれども、ことし入った新入職員なん

て、全く関係ないのに1,000円取られるんで

すよね。この５年間においても、休んでおっ

たり、育休、産休、傷病でおられない方もお

られるし、企業局、病院局、他部局に出向し

ている方、町村に行っている方、それからほ

かにもいろいろおりますし、あと退職者にも

求めていくといいますけれども、私一番思う

のは、前潮谷知事は、ないと言い切って責任

ある方だったけれども、あの方も退職されま

したけれども、遡及していいんじゃないかと

思いますし、当時いた国の方、総務部長、総

務課長とか、その方は今国に戻っていますけ

れども、その人たちは責任を持ってやっとっ

た方なんですけれども、その方にも遡及する

話をしていかれるんでしょうか。

○田崎人事課長 退職者からの返還について

は、本編の27ページの方に掲げてございます

けれども、15年度以降の退職者全員に対して

も協力は求めていると思っております。

ただし、退職者については、任意での協力

という形になるわけでございまして、負担総

額等を定めずに、退職者全員に対して、繰り

返しになりますけれども、協力を求めていき

たいと思っております。

○西聖一委員 元知事までされますか。

○田崎人事課長 15年度以降の退職者という

ことであれば、私としては入られていると思

います。

○井手順雄委員長 あればじゃないでしょ

う。今の話では、あればという仮定ではなか

った。

○田崎人事課長 はい、協力依頼をさせてい

ただくことになると思います。

○西聖一委員 強制じゃないということです

けれども、もし、これは1,950万相当ですけ

れども、仮に500万しか集まらなかったとす

れば、それは職員の意識が足りないとまた御

批判を受けるのかもしれませんけれども、そ

れでもやむを得ないとお考えになるんでしょ

うか。
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○田崎人事課長 現在の全職員で負担する金

額については、全額になるまでしっかりと働

きかけていきたいと思っております。

○西聖一委員 職員が恐らく自主的に黙って

払われるんじゃないかと思いますけれども、

集まった1,900万、まあそれ以上の金額です

ね。さっき申し上げたとおり、県の事業は、

国の事業とそれから県の事業と両方やってい

ますけれども、このお金は全部県の歳入に引

き上げてしまうなら、国庫相当分入っている

分、これは本当は返さないかぬと思うんです

けれども、返す手段もないと思うんですが、

その点はどうなっているんでしょうか。

○田崎人事課長 県への返還額については、

今おっしゃったように、県の歳入の中に入れ

ます。今おっしゃっているのは、今全国で会

計検査院がやっている調査のことだろうと思

いますが、そういった形での、何といいます

、 、か 国の会計検査院の方からのものがあれば

それはまた別途に考えていくことになるんじ

。 、ゃないかと思います 国と県との関係の中で

そこは考えていくことになると思います。

○井手順雄委員長 いいですか。

○西聖一委員 あんまり理解できませんけれ

ども、まあ……。

○小杉直委員 先生方の厳しい御意見につい

ては、基本的には私も賛成しとるわけですけ

れども、長い間の県庁のあり方の中で、やっ

ぱり私的流用した、いわゆる業務上横領とか

背任とか、そういうことも過去にあったよう

な気もします。また、何といいますか、裏金

づくり、そういうのもあったような気がしま

すけれども、今回の不適正経理と、こういう

業務上横領とか、背任とか、贈収賄というよ

うな刑事事件、あるいは裏金をつくって、そ

れを裏帳簿をつくって別の支出をするという

不正な問題と、少しはやっぱり切り離して考

えんといかぬとじゃなかろうかなと思うとで

すたいな。

それで、今回、私は、マスコミの報道を見

とって、中にはもう県庁全体の鬼の首をとっ

たような報道を一部されることが自分なりで

は感じるところもあるし、だから反省すると

ころは反省せんといかぬわけですが、やっぱ

り給料カットまでされた上に、このことでい

つまでもいろいろ追及といいますか、そうい

うことをされると、これだけ厳しい県財政の

中で県勢の発展をしていかなんとに、やっぱ

り萎縮してしまう危険性があると思うとです

たいな。

だから、反省するところは反省せんといか

ぬわけですが、そういう職員の萎縮がないよ

うな形の、そういうとらえ方も総務部長あた

りはしていかんといかぬとじゃなかろうかな

と思うですたいな。そういうことについてど

ぎゃん思うですかね。

○角田総務部長 小杉直委員おっしゃるよう

に、私たちも、こういうことで通常の業務が

、 、滞らないように そういうことがないように

まだやるべきことはいっぱいございますの

で、知事が言っている夢に向かってやる事業

もございます。それから、住民の方々へのサ

ービスが低下しないように、そういうことを

心がけながら進んでまいりたいというふうに

思っております。

○小杉直委員 それなら、最後に財政課長、

２ページに流用手続の弾力化て、さっきちょ

っと聞いたですたいね、人事課長に。こぎゃ

んとは、流用という表現はイメージの悪かも

ん。だけん、例えば変更手続のスピード化と

か、そういうふうな県民に誤解を与えないよ

うな文言に変えることを検討してもらえんか
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な。どっちでもよか、人事課長でも財政課長

でも。

○田嶋財政課長 流用という言葉は、一つの

予算の用語で法的に定まっているもので、例

えば一般需用費から備品購入費に変更すると

いう場合につきましては、予算内での手続に

ついて流用というものになっているので、言

葉の変更というのはちょっと難しいかなとい

うように思っています。

○小杉直委員 そうな。硬直化した考え方じ

ゃなかかいた。これは要望でよかばってん、

恐らく変更できると思うばいた。こういうよ

うな、ここに出すのに流用という表現をせぬ

でもよかはずだもん。正式な、何か行政用語

としてきちんと公式文書に書いていかなん場

合は別ばってん、これも広い範囲の公式文書

じゃあるけれども、こういうふうな案につい

ては、私は流用ということは必ずしも使わぬ

でもいいと思いますけれども、それは見解の

相違の出てくるかもしれぬから、検討しとっ

てください。

以上。

、 。○井手順雄委員長 じゃあ 最後に馬場委員

○馬場成志委員 もういろいろと話がありま

したので、そして、今小杉委員の方からも話

が出ましたけれども、こういった不適正とか

不正とか、そういったものではなくて、変な

やつが出てくる可能性があるわけですたい

な。横領とかそういったものが出てきたとき

に、捕まっていろんな取り調べの中で、また

こんなことが出てくるというようなことがあ

っちゃならぬということが、もう皆さん方が

今後やっていかなきゃいかぬことだろうとい

うふうに思います。

ですから、今後、処分から含めて厳正な手

続をとることを考えておられるでしょうか

ら、その辺をしっかりとやっていただきます

ように、重ねてお願いをしておきます。

以上です。

○井手順雄委員長 要望で結構ですか。

○馬場成志委員 はい。

○井手順雄委員長 これで質疑を終了したい

というふうに思います。

最後に、陳情書類等が７件提出されており

ますので、参考としてお手元に写しを配付し

ております。

それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会しますが、これで、私たち委員長、副

、 。 、委員長 最後の委員会でございます １年間

委員の皆さん方、ありがとうございました。

また、執行部の皆さん、ありがとうございま

した。この預け、差しかえがなかったら、そ

うにゃよかったなというふうな思いがありま

す。

本日の委員会はこれですべて終了いたしま

した。最後まで御苦労さまでございました。

ありがとうございました。

午後１時35分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

総務常任委員会委員長


